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最近の薬物情勢について
岩手県薬物乱用対策

推進本部会議資料

岩手県警察本部

組織犯罪対策課

１　薬物事犯検挙人員

２　覚醒剤事犯検挙人員
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【自動装塡式拳銃】【乾燥大麻・大麻草】【覚醒剤】

　　本年７月、宮城県警察との合同捜査により、岩手・宮城両県を拠点とする匿名・流動型犯罪グルー

　プによる違法薬物密売等事件捜査により、同グループ首領ら合計18名を覚醒剤事犯及び大麻事犯等で
　順次検挙し、覚醒剤、大麻を押収したほか、自動装塡式拳銃１丁を押収した。（下記画像は押収物件

　である）

４　大麻事犯検挙人員

５　大麻押収量

６　令和６年中の主な検挙
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第六次薬物乱用防止五か年戦略（概要）
令和５年８月 薬物乱用対策推進会議決定

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然防止

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止

目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅､大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅､大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止

＜大麻の有害性・危険性・国内外の規制状況について周知＞

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止

目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止

○薬物乱用防止教室の充実強化
○研修等を通じた指導方法・指導者の資質向上

○未規制物質や大麻濃縮物等の新たな規制薬物への対応
○未規制物質等の迅速な指定の推進

戦略策定に向けた５つの視点
・大麻乱用期への総合的な対策の強化 ・再乱用防止対策における関係機関の連携した“息の長い支援”強化 ・サイバー空間を利用した薬物密売
の取締強化 ・国際的な人の往来増加への対応強化 ・薬物乱用政策についての国際社会との連携・協力強化と積極的な発信

＜国際的な人の往来増加への対応としての啓発強化＞ ＜デジタルツール等を効果的に活用した広報・啓発手法の強化＞
○青少年の目に触れやすい広報媒体の活用
○科学的知見に基づく情報の広報・啓発資材への反映による内容の充実

＜ 治療等を提供する医療機関等の充実・強化＞
○認知行動療法等の治療や回復プログラムの更なる充実
○治療が可能な医療従事者育成のための研修の充実

＜関係機関がより一層連携した「息の長い支援」の実施＞
○刑事司法関係機関等による社会復帰支援の推進
○大麻事犯の特性に対応した指導・支援の推進

○薬物依存症等に関する正しい知識・意識の理解の促進
○支援方針の研究及び支援による効果検証の推進

＜大麻事犯者の再犯防止等に向けた効果的な対応の検討＞

＜ 薬物密売組織の弱体化・壊滅の推進＞

○薬物専門の捜査・情報分析・鑑定等体制強化
○合同捜査・共同摘発の推進

○サイバー空間を利用した薬物密売事犯への対応強化
○大麻乱用期の早期沈静化に向けた徹底した取締り

＜巧妙化する犯罪手口への対応強化と徹底した取締り＞ ＜ 新たに出現する未規制物質に対する速やかな規制＞

＜ 密輸手口の分析と情報共有等を通じた水際取締り体制の強化＞
○関係機関や事件等を通じた情報収集の推進
○合同取締訓練実施による取締体制の連携・能力向上

○コントロールド・デリバリー捜査の積極的な活用
○関係機関による捜査手法の共有及び連携強化

＜大麻、大麻製品等の密輸事犯の対応強化＞ ＜国際的な人の往来増加への対応としての水際対策＞
○ウェブサイト等を活用した規制薬物情報の広報・啓発強化
○国際会議・在外機関等を通じた広報・啓発の実施

＜各国・地域間の違法薬物密輸・取引情報等の収集及び体制の強化＞
○薬物仕出国等に対する技術支援等を通じた連携強化
○薬物仕出国等への職員派遣を通じた国際的な連携強化

＜我が国の薬物乱用政策の積極的発信＞ ＜海外関係機関への技術支援等を通じた連携強化＞

５つの目標

※項目は主なものを記載

○海外渡航者に向けた、ウェブサイトを利用した周知の実施
○諸外国における最新の薬物規制状況等の啓発資材への反映

○薬物乱用対策に係る情報集約体制の強化
○国際機関等との情報共有体制の強化

○国際的な理解獲得のための積極的な発信
○国連麻薬委員会等への参加を通じた諸外国との連携

資料№２-１
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「第六次薬物乱用防止五か年戦略」フォローアップの概要 

 令和６年７月 2 3 日 

薬物乱用対策推進会議 

［令和５年の薬物情勢］ 

➢ 薬物事犯の検挙人員（医薬品医療機器等法違反によるものを除く）は 13,815 人（＋1,194 人/＋9.46％）

と前年より増加した。このうち、覚醒剤事犯の検挙人員は 6,073 人（－216 人/－3.43％）と８年連続で減

少し、５年連続で１万人を下回っている。また、大麻事犯の検挙人員については 6,703 人（＋1,157 人/＋

20.9％）と過去最高値を大幅に更新するとともに、初めて覚醒剤事犯の検挙人員を上回った。 

➢ 覚醒剤の押収量は 1,601.6kg（＋1,126.3 ㎏/＋237.0％）と前年より大幅に増加した。大麻の押収量のう

ち、乾燥大麻の押収量は 850.0kg（＋519.3 ㎏/＋157.0％）と前年より増加した。大麻リキッドに代表され

る大麻濃縮物の押収量は 56.5kg であった。 

一方、コカインの押収量は 56.2kg(＋13.4kg/＋31.3％)、MDMA 等錠剤型合成麻薬の押収量は 

169,743 錠（＋74,129 錠/＋77.5％）と前年より増加した。 

➢ 薬物密輸入事犯の検挙件数は 472 件（＋124 件/＋35.6％）、検挙人員は 563 人（＋120 人/＋27.1％）と

２年連続で検挙件数、人員ともに増加した。 

30 歳未満の検挙人員は、覚醒剤事犯、大麻事犯ともに前年より増加し、大麻事犯全体に占める 30 歳未  

満の検挙人員の割合は 72.9％（＋3.7P）と過去最高を更新した。 

➢ 覚醒剤事犯の再犯者率は 66.0％（－1.7P）と前年より減少した。

➢ 大麻事犯の初犯者率は 76.4％であり、初犯者が占める割合が高い。

➢ 危険ドラッグ事犯の検挙人員は 444 人（＋132 人/＋42.3％）と前年より増加した。

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱

用未然防止 

● 薬物の専門知識を有する各関係機関の職員等が連携し、学校等において薬物乱用防止教室を実施したほ

か、各種啓発資料の作成・配布を行った。〔文科・警察・財務・法務・厚労〕

● 大麻の乱用拡大が進む若年層に対し、薬物乱用の危険性・有害性に関する正しい知識を普及するため、

大学等や民間企業における薬物乱用防止講習を実施したほか、薬物乱用防止指導員や学校薬剤師等の講師

による学校等における薬物乱用防止教室の実施、有職・無職少年を対象とした薬物乱用防止読本の作成・

配布、関係省庁のウェブサイトやＳＮＳへの広報啓発資料・動画の掲載といった広報啓発活動を実施した。

〔警察・文科・厚労〕 

● 家庭及び社会における広報啓発として、各種運動、薬物乱用防止に関する講演、街頭キャンペーン等、

地域住民を対象とした広報啓発活動を実施するとともに、ウェブサイトやリーフレット等の啓発資材に相

談窓口を掲載し、広く周知した。〔内閣府・警察・こども・消費者・法務・財務・文科・厚労〕

● 海外渡航者が安易に大麻に手を出したり、「運び屋」として利用されたりすることのないよう、法規制や

有害性を訴えるポスター等の活用を図ったほか、ウェブサイトやＳＮＳ等で注意喚起を実施した。〔警察・

外務・財務・厚労〕

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止 

● 「依存症対策地域支援事業」の実施により、依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定を推進

するとともに、「依存症対策全国拠点機関設置運営事業」により医療従事者の依存症治療に対する専門性の

向上と地域における相談・治療等の指導者となる人材の養成を実施した。〔厚労〕 

● 薬物事犯で検挙された者のうち、保護観察処分が付かない執行猶予判決を受けた者等、相談の機会が必

要と認められる薬物乱用者に対して、再乱用防止プログラムの実施を強化するとともに、パンフレットを

配布して全国の精神保健福祉センターや家族会等を紹介するなど相談窓口の周知を徹底した。〔厚労・警察〕 

● 薬物事犯者の処遇プログラムを担当する職員への研修等の実施により、職員の専門性向上を図るととも

に、関係機関が連携し、薬物処遇と社会復帰支援を一体的に実施した。〔法務・厚労〕 

● 家族会を開催する民間支援団体等を支援するとともに、保健所、精神保健福祉センターにおいて民間支
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援団体と連携して家族教室等を実施した。さらに、再非行に走る可能性のある少年やその保護者に対し、 

積極的に指導・助言等の支援活動を行った。〔法務・厚労・警察〕 

目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅、大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締り

の徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

● 各種捜査手法の効果的な活用に努め、薬物密売組織の中枢に位置する者に焦点を当てた取締りを推進し、

令和５年中、首領・幹部を含む暴力団構成員等 2,809 人を検挙した。〔警察・法務・財務・厚労・海保〕

● 令和５年中、麻薬特例法第 11 条等に基づく薬物犯罪収益等の没収規定を 54 人に、同法第 13 条に基づ

く薬物犯罪収益等の追徴規定を 199 人にそれぞれ適用し、没収・追徴額の合計は約４億 292 万円に上った。

〔法務〕

● 危険ドラッグ等取扱業者に対する取締りを推進し、危険ドラッグの把握に努め、29 物質を新たに指定薬

物に指定した。〔厚労〕

● 迅速な鑑定体制を構築し、未規制物質や新たな形態の規制薬物の鑑定に対応するため、資機材の整備を

行うとともに、薬物分析手法にかかる研究・開発を推進し、会議等を通じ関係省庁間で情報を共有した。

〔警察・財務・厚労・海保〕

● ダークウェブ、暗号資産を利用した密輸・密売事犯に適切に対応するため、関係機関との情報共有体制

や、サイバー捜査に特化した部門を強化し、サイバー空間を利用した薬物密売事犯に対し捜査を展開した。

〔警察・厚労〕 

● 近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢、諸外国における大麻から製造さ

れた医薬品の医療用途への活用、大麻草由来成分の活用等の国際的な動向を踏まえ大麻取締法及び麻薬及

び向精神薬取締法の改正を行い、大麻を麻薬として位置づけ、施用罪を適用する等の法整備を行った。〔厚

労〕 

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

● 関係機関間において緊密な連携を取り、捜査・調査手法を共有した結果、統一的な戦略の下に効果的、

効率的な取締りが実施され、令和５年中、水際において、約 2,406kg の不正薬物の密輸を阻止した。〔警察・

財務・厚労・海保〕 

● 麻薬等の原料物質に係る輸出入の動向及び使用実態を把握するため、国連麻薬統制委員会（ＩＮＣＢ）

と情報交換を行うとともに、関係機関と連携し、麻薬等の原料物質取扱業者等に対し、管理及び流通状況

等にかかる合同立入検査等を実施した。〔厚労・経産・海保〕 

● 訪日外国人の規制薬物持込み防止のため、関係省庁のウェブサイト等での情報発信に加え、民間団体

等に対して広報協力の働きかけを行うとともに、国際会議や在外関係機関を通じて広報・啓発を実施した。

〔財務・警察・厚労・法務・外務・海保〕

目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止 

● 国際捜査共助等を活用し、国際捜査協力を推進するとともに、国際的な共同オペレーションを進めた結

果、薬物密輸入事案等を摘発した。〔法務・警察・財務・厚労・海保・外務〕 

● 第 66 会期国連麻薬委員会（ＣＮＤ）会期間・再開会期会合、第 67 会期ＣＮＤハイレベル会合・通常会

合、アジア太平洋薬物取締機関長会議（ＨＯＮＬＡＰ）及び国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）開催の

SMART 犯罪科学プログラムに関する活動等に参加し、参加各国における薬物の乱用状況、乱用対策等に

関する情報を入手するとともに、国際機関や諸外国関係者等と積極的な意見交換を行い、我が国の立場や

取組について情報共有を図った。〔警察・外務・財務・厚労・海保〕
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【当面の主な課題】
令和５年の我が国の薬物情勢は、大麻事犯の検挙人員が 6,703 人となり、過去最多であった令和３年

を大幅に更新し、大麻事犯の検挙人員に係る統計が確認できる昭和 26 年以降、初めて覚醒剤事犯の検

挙人員を上回った。特に大麻事犯の検挙人員の７割以上が 30 歳未満の若年層であり、依然として大麻

の乱用拡大に歯止めがかからない状況にあることから、我が国は引き続き「若年者大麻乱用期」の渦中

にあると言える。大麻の乱用拡大を阻止すべく、令和 5 年 12 月に成立・公布となった改正法の施行も

控える中、関係省庁と連携の上、予防啓発や取締りの強化などの対策を徹底していく必要がある。 

また、地域社会の中において、薬物依存症者及びその家族が関係機関の支援を受けられるよう環境整

備を推進していくことが求められており、薬物依存症治療を実施する医療機関の整備を図るほか、関係

機関が連携して、薬物依存症者への各施策を一体的に実施していくこととする。 

危険ドラッグ事犯については増加傾向にある中、令和５年に入り THC 等に類似した化合物を含有す

る危険ドラッグを摂取したことによる健康被害が相次いで報告されたことを受け、関係機関が連携して

調査を行い、危険ドラッグ販売店舗と健康被害情報等の実態を把握した。また、令和５年９月に危険ド

ラッグ対策会議を開催し、必要な対策の検討を行うとともに、関係機関との情報共有や、取締体制の強

化を図った。さらに、危険ドラッグ販売店舗への立入検査、検査命令及び販売等停止命令を実施するな

ど関係機関と連携した取締りの強化を行うとともに、広域的に規制する必要があると認められた製品に

ついては、医薬品医療機器等法に基づき、全国的に販売等を禁止する旨を告示した。引き続き、これら

の取締りを徹底していくとともに、包括指定を含めた指定薬物への迅速な指定を行い、乱用断絶に向け

た取組を行っていく。

また、密輸入事犯の検挙人員は前年より増加し、水際での不正薬物全体の押収量は約 2,406kg と、過

去２番目に多かった。我が国で乱用されている規制薬物の大半は海外から密輸されたものと考えられて

おり、密輸形態別に見ると、海上貨物及び航空貨物から複数の大口事犯が摘発され押収量が増加してい

るのみならず、航空旅客からの摘発が著しく増加している。新型コロナウイルス感染症拡大防止による

水際措置の終了などにより、入国者数は、新型コロナウイルス感染症拡大前まで戻りつつあることから、

今後ますます航空旅客による密輸事犯の増加が懸念される。このため、関係機関が連携して、民間団体・

事業者に対する広報協力の働きかけを行うとともに、引き続き、海外渡航者・訪日外国人への規制薬物

持込み防止に関する広報・啓発活動を実施する必要がある。 

さらに、近年、欧米諸国においてフェンタニルなどの合成オピオイド等の乱用が深刻な社会問題とな

っていることに対して、国を跨いだ新たな枠組みが創設されており、こうした枠組みを通じて、関係諸

国と更なる連携を深めていくほか、引き続き国際機関等との情報共有や国際会議等への参加による情報

収集を行うなど、より一層国際機関や各国機関との連携を強化していくこととする。 
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「第六次薬物乱用防止五か年戦略」 

フォローアップ

令和６年７月 

薬物乱用対策推進会議 
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目次 

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用

未然防止 

（１）学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（薬物乱用防止教育の内容の充実強化） 

（薬物乱用防止教室の充実強化） 

（研修等を通じた指導方法・指導者の資質向上） 

（大学等の学生等に対する薬物乱用防止のための啓発の推進） 

（薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進） 

（２）有職・無職少年に対する啓発の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（労働関係機関・団体等による啓発の推進） 

（インターネット等を活用した広報・啓発の推進）

（薬物乱用少年の早期発見・補導等の推進）（再掲） 

（３）国際的な人の往来の増加に向けた海外渡航者に対する広報・啓発活動の推進・・・・・・・・・４ 

（４）国民全体の規範意識の向上に向けた広報・啓発活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（家庭や地域における薬物乱用防止に関する広報・啓発の推進） 

（地域における相談窓口の周知） 

（街頭キャンペーン等による啓発の推進） 

（各種業界団体等への啓発活動） 

（関係機関・団体と連携した情報共有体制の構築及び活用） 

（大麻等違法薬物の有害性・危険性等、エビデンスに基づくデジタルツール等の媒体を効果的に活

用した広報・啓発） 

（意識調査の実施） 

目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止 

（１）薬物依存症者等への医療提供体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（専門医療機関の充実） 

（治療が可能な医療従事者の育成） 

（２）刑事司法関係機関等が連携した社会復帰につなげる息の長い指導・支援の推進・・・・・・・・10 

（矯正施設における効果的な指導・支援の推進） 

（保護観察対象者に対する効果的な指導・支援の推進） 

（保護司適任者の確保と活動基盤の強化） 

（更生保護施設における社会復帰支援体制の強化） 

（刑事司法関係機関による社会復帰支援の推進） 

（依存度合に応じた効果的な指導・支援の推進） 

（大麻事犯者の特性に対応した効果的な指導・支援の推進） 

（３）地域社会における本人・家族等への支援体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 
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（相談・支援窓口の周知と充実） 

（自助グループ等民間団体支援の充実） 

（相談・支援に携わる人材の育成） 

（刑事司法関係機関と地域社会が連携した社会復帰支援体制の強化） 

（４）薬物依存症に関する正しい理解の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（正しい理解の促進） 

（５）薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的なプログラムに関する研究の推進・・・・・・・・16 

（薬物乱用実態の研究の推進） 

（治療回復プログラム等の指導・支援方策の効果検証の推進） 

 

目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅、大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの

徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 

 

（１）暴力団、準暴力団等及び国際犯罪組織の薬物密売対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・18 

（捜査基盤の整備と連携強化） 

（組織の中枢に位置する者に対する取締り強化） 

（麻薬特例法等を活用した厳正な科刑の獲得による長期隔離） 

（関係機関との情報共有の強化） 

（２）薬物犯罪収益対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

（薬物犯罪収益等に係る情報集約・分析・活用の推進） 

（薬物犯罪収益等の剝奪の徹底） 

（薬物犯罪収益等の移転防止に向けた取組の推進） 

（３）巧妙化・潜在化する密売事犯への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

（インターネット等サイバー空間を利用した密売事犯への対応強化） 

（各国・地域における薬物密売手口と対策に関する情報収集の推進） 

（４）大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

（薬物乱用者に対する徹底した取締りの推進） 

（５）未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

（未規制物質等に関する鑑定・研究体制の強化と情報共有の推進） 

（未規制物質等の迅速な指定の推進） 

（６）正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

（国内外における乱用実態の情報集約体制の強化） 

（向精神薬等を悪用した事案発生防止のための監視・取締りの強化） 

（関係機関・団体への指導・監督の徹底） 

 

目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

 

（１）密輸等に関する情報収集の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

（関係機関からの情報収集の推進） 

（国民・民間団体等からの情報収集の推進） 
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（事件等を通じた情報収集の推進） 

（組織・装備の強化） 

（原料物質の輸出入対策・管理体制の強化） 

（２）薬物密輸ルートの解明と水際における取締体制の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

（海上・港湾等における監視・取締体制の強化） 

（密輸手口の分析と対応した取締りの推進） 

（密輸リスクに対応した取締りの実施） 

（巧妙化する密輸手口に対応した取締機器の増強・開発等） 

（密輸等に関する薬物分析の推進） 

（３）水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

（４）国際的な人の往来の増加に向けた訪日外国人に対する広報・啓発活動の推進・・・・・・・・・30 

 

目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止 

 

（１）国際的な取締体制の構築による国内への薬物流入阻止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

（条約・協定等を活用した国際捜査協力の推進） 

（２）各国・地域における薬物乱用実態や取締方策の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

（薬物乱用対策に係る情報集約体制の強化） 

（国際機関等と連携した薬物乱用対策にかかる情報共有体制の強化） 

（３）国際会議・国際枠組への積極的な参画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

（情報交換や連携強化による積極的な国際貢献） 

（我が国の対策に対する国際的理解獲得のための積極的な発信） 

（協定等を活用した各国関係機関との情報交換） 

（４）主要な仕出国・地域等との協力体制の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

（技術支援等を通じた国際連携の強化） 

（薬物の仕出地又は中継地となっている国・地域等と連携した取締体制の強化） 

 

※備考 

・本フォローアップ「取組内容と結果」内の【】内の文字は担当府省庁の下記略称を示す。 

略称 官 内 警 消 こ 

府省庁名 内閣官房 内閣府 警察庁 消費者庁 こども家庭庁 

 

略称 総 法 外 財 文 

府省庁名 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 

 

略称 厚 経 国 海 

府省庁名 厚生労働省 経済産業省 国土交通省 海上保安庁 

 

・本フォローアップ「取組内容と結果」内の[ ]内の文字・数字は、上記略称・令和５年度予算を示す。 

（例）[厚：予算 1,000千円]（[厚生労働省：令和５年度予算 1,000千円]） 
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目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱
用未然防止 

 

（１）学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

薬物乱用防

止教育の内

容の充実強

化 

学校の教育活動全体を通じた

薬物乱用防止教育の指導 

学校における薬物乱用防止に関する指導は、学習指導

要領に基づき、小学校の体育科、中学校及び高等学校の

保健体育科を中心に、学校の教育活動全体を通じて指導

を行うことについて様々な研修会等において周知した。

【文】 

児童生徒に対する薬物乱用の

理解向上のための指導方法の

工夫の周知 

教職員に対する研修会等を通じて、児童生徒が薬物乱

用の危険性・有害性についての正しい知識や規範意識を

身に付けられるよう指導方法の工夫を行うことについて

様々な研修会等において周知した。【文】 

科学的知見に基づく薬物乱用

防止に関するパンフレットや

教材の作成・配布 

薬物乱用防止に係る正しい知識を普及するため、こど

もの発達段階に応じ、小学校６年生の保護者向け、高校

卒業予定者向け、青少年（有職・無職少年）向けの３種類

の薬物乱用防止に関するパンフレットや教材を作成し、

小学校６年生の保護者向け126万９千５百部、高校卒業予

定者向け109万４千部、青少年（有職・無職少年）向け18

万６千部を各学校等に配布するとともに、厚生労働省ウ

ェブサイトに掲載した。【厚】 

[予算19,615千円] 

広報・啓発に従事する警察職員による活用や国民への

配布を目的に、薬物乱用の危険性・有害性に関する情報、

薬物乱用者の手記等で構成するパンフレット「薬物乱用

のない社会を」を作成し、警察庁ウェブサイトに掲載す

るとともに、都道府県警察へ配布した。【警】 

[予算2,069千円の内数] 

こどもの発達段階に応じ、薬物乱用が健康へ及ぼす影

響等について解説した小学校５年生、中学校１年生、高

等学校１年生用の啓発教材を文部科学省ウェブサイトに

掲載した。【文】 

薬物乱用防

止教室の充

実強化 

すべての中学校及び高等学校

における年１回の薬物乱用防

止教室の開催及び地域の実情

に応じた小学校における開催 

児童生徒等に薬物乱用に関する正しい知識や規範意識

を身に付けさせるため、専門知識を有する関係機関の職

員等の協力を得て、小学校、中学校及び高等学校におけ

る薬物乱用防止教室の開催に努めるよう研修会等におい

て指導した。【文】 

警察職員が小学校、中学校及び高等学校における薬物

乱用防止教室に講師として赴き、薬物乱用の危険性・有

害性等について講義を行った。【警】 

薬物乱用防止訪問事業として、小学校及び中学校を始

めとした教育機関等からの要請に基づき、薬物乱用防止

教室へ薬物乱用防止指導員等を講師として派遣し、講義

を行った。【厚】 

                [予算 52,250千円] 

関係機関が連携した薬物乱用

防止教室で活用するための有

効な資材の研究・開発 

薬物乱用防止教室において活用できる有効な資材等に

ついて、関係省庁が参加する各種会議の場等を活用し、

情報交換や検討を行った。【厚、警、文】 
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薬物乱用防

止教室の充

実強化 

薬物の専門知識を有する関係

機関の職員の連携による薬物

乱用防止教室の充実強化 

薬物乱用防止教室を充実強化するため、薬物の専門知

識を有する警察職員、麻薬取締官、学校薬剤師、矯正施設

職員、保健所職員、税関職員等が連携して薬物乱用防止

教室に関わるとともに、各種啓発資料の作成・配布を行

った。【文、警、法、財、厚】 

[厚：予算 52,250千円] 

少年鑑別所において、地域援助として、学校等の依頼

に応じた薬物乱用防止を含む授業（法教育）を実施した。

【法】 

薬物乱用防止広報車の活用等

による児童生徒の薬物乱用根

絶意識の向上 

イベント会場等において、薬物乱用防止広報車を活用

して薬物の標本やパネル等の展示などを実施した。【警】 

[予算 4,062千円] 

学校警察連絡協議会等を通じ

た情報交換による学校と警察

等の関係機関との連携強化 

学校警察連絡協議会等において、少年の薬物乱用の実

態、薬物の危険性・有害性等について情報提供を行うと

ともに、薬物乱用を把握した場合の早期連絡を要請した。

【警】 

少年鑑別所において、地域援助として、学校等の依頼

に応じて、学校警察連絡協議会等に参加し、薬物乱用防

止を含む助言や研修、講演等を行った。【法】 

薬物乱用防止教室等に対する

薬物乱用防止指導員等の講師

派遣や教材提供 

児童生徒等に対する薬物乱用防止の啓発を推進するた

め、薬物乱用防止教室等に対し、要請に応じて薬物乱用

防止指導員等の講師派遣や教材提供を行った。【厚】 

研修等を通

じた指導方

法・指導者の

資質向上 

薬物乱用防止教育の指導方法

及び指導内容の充実強化 

薬物乱用防止に関する指導者等の資質向上を図るた

め、（独）教職員支援機構における健康教育指導者養成

研修で、教職員、教育委員会関係者を対象に指導方法及

び指導内容について講演を行った。【文】  

薬物乱用防止に関する指導者等の資質向上を図るた

め、警察職員が、教育委員会等主催の研修会へ参加して、

学校関係者に薬物乱用防止に関する講演を行った。【警】 

薬物乱用防止教育に携わる指導者の育成及び資質向上

を図るため、指導者に対する研修や講習を実施するとと

もに、最新かつ正確な薬物知識と各発達段階別の指導内

容を盛り込んだ資材等を薬物乱用防止指導員に提供し

た。【厚】 

[予算3,698千円] 

教員以外の指導者のための研

修会の充実 

指導者の資質向上を図るため、（公財）日本学校保健会

が作成している「薬物乱用防止教室マニュアル-令和５年

度改訂-」を改訂し、同マニュアルを参考にしつつ、関係

機関との連携を図りながら薬物乱用防止教室指導者研修

会等の内容の充実を図るよう学校の設置者等と連絡協議

を行った。【文】 

薬物乱用防止指導員の育成と

資質向上 

薬物乱用防止指導員の育成及び資質向上を図るため、

薬物乱用防止指導員に対して、指導用テキストの配布及

び研修動画の配信を実施した。【厚】 

[予算3,698千円] 

大学等の学

生等に対す

る薬物乱用

防止のため

大学等の学生に対する薬物乱

用防止に関する啓発活動の実

施 

薬物乱用防止に関する啓発を推進するため、学生等に

対する薬物乱用防止のための啓発用パンフレットを文部

科学省ウェブサイトに掲載するとともに、大学等へ周知・

啓発を実施した。【文】 
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の啓発の推

進 

学生等に対して薬物乱用防止の正しい知識を普及する

ため、青少年向けの啓発読本を作成し、配布するととも

に、薬物乱用防止啓発事業等の機会において、若年層に

よる乱用が拡大している大麻を始めとした薬物の乱用防

止に係る啓発を実施した。【厚】           

[予算 7,537千円] 

薬物乱用による危険性・有害性等についての理解を深

めるため、パンフレット等を活用して、大学、専門学校の

学生等を対象とした薬物乱用防止講習を実施した。【警】 

大学等の学生向けの啓発資料

の作成及び入学時のガイダン

スにおける活用 

学生等が薬物乱用の危険性・有害性について正しい知

識や規範意識を身に付けられるよう、厚生労働省と連携

して、薬物乱用防止に係る啓発資料を作成し、大学等へ

周知するとともに、入学時のガイダンス等における活用

を依頼した。【文】 

大学等の教職員に向けた「大

学生等に対する薬物乱用防止

のための啓発用パンフレッ

ト」の活用及び大学等での取

組の促進への理解啓発 

大学等における薬物乱用防止に関する啓発等の取組を

促進するため、大学関係者を対象とした研修会や会議等

様々な機会を通じ、学生等に対する指導の充実や教職員

の意識の向上が図られるよう依頼した。【文】 

薬物乱用少

年の早期発

見・補導等の

推進 

街頭補導活動による薬物乱用

少年の早期発見・補導を通じ

た薬物乱用防止 

関係機関・団体、ボランティアと連携し、繁華街や駅前

を始め、少年が薬物を乱用するおそれのある場所等にお

ける街頭補導活動を推進した。【警】 

少年のたまり場となりやすい

店舗・場所の管理者等に対す

る警察への早期通報等の協力

要請 

少年のたまり場となりやすい場所等の管理者に対して

不良行為少年等の発見時の速やかな通報を継続して依頼

した。【警】 

少年補導員等に対する少年の

薬物乱用状況や乱用薬物につ

いての知識の向上 

少年補導員等に向けた研修会等を実施した。【警】 

[予算16,029千円の内数] 

 

（２）有職・無職少年に対する啓発の強化 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

労働関係機

関・団体等に

よる啓発の

推進 

有職・無職少年を対象とする

薬物乱用防止啓発読本の作

成、配布 

有職・無職少年に対して薬物乱用に関する正しい知識

を普及するため、若年層による乱用が拡大している大麻

を始めとした薬物の人体や社会への影響等を記載した薬

物乱用防止読本を作成し、労働関係機関、青少年労働関

係団体等に配布した。【厚】 

  [予算4,285千円] 

社員研修等を通じた薬物乱用

防止に関する啓発 

薬物乱用による危険性・有害性等について理解の浸透

を図るため、労働関係機関・団体等と連携し、社員研修

等を通じた薬物乱用防止講習を実施した。【警】 

インターネ

ット等を活

用した広報・

啓発の推進 

インターネット上への薬物乱

用防止パンフレット等の掲載

を通じた情報発信 

ＳＮＳ等の活用に加え、警察庁ウェブサイト内に開設

した大麻対策の広報啓発用ページに対象の属性に応じた

広報啓発資料を掲載するなど、薬物乱用による危険性・

有害性等について情報を発信した。【警】 

国民の規範意識や薬物根絶意識の醸成を図るため、厚

生労働省ウェブサイトに薬物乱用防止パンフレットやポ

スター、リーフレット及び動画を掲載した。【厚】 
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薬物乱用少

年の早期発

見・補導等の

推進（再掲） 

街頭補導活動による薬物乱用

少年の早期発見・補導を通じ

た薬物乱用防止 

関係機関・団体、ボランティアと連携し、繁華街や駅前

を始め、少年が薬物を乱用するおそれのある場所等にお

ける街頭補導活動を推進した。【警】 

少年のたまり場となりやすい

店舗・場所の管理者等に対す

る警察への早期通報等の協力

要請 

少年のたまり場となりやすい場所等の管理者に対して

不良行為少年等の発見時の速やかな通報を継続して依頼

した。【警】 

少年補導員等に対する少年の

薬物乱用状況や乱用薬物につ

いての知識の向上 

少年補導員等に向けた研修会等を実施した。【警】 

[予算16,029千円の内数] 

 

（３）国際的な人の往来の増加に向けた海外渡航者に対する広報・啓発活動の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

 

海外渡航者等に向けた注意喚

起及び政府の取組の周知 

警察庁ウェブサイトに掲載する資料「令和５年におけ

る組織犯罪の情勢」において覚醒剤密輸入事犯の現状を

解説し、パンフレット「薬物乱用のない社会を」では、密

輸入の手口の紹介や海外渡航時においていわゆる「運び

屋」として利用されないための注意喚起を行った。【警】 

海外渡航者が安易に大麻に手を出さないよう、法規制

の遵守や有害性を訴えるポスター及び広報啓発グッズを

作成し、国際空港における海外渡航者への配布、ウェブ

サイトやＳＮＳ等での注意喚起を実施した。【警、財、外、

厚】 

いわゆる「運び屋」方式等の密輸入事犯を抑止するた

め、パンフレットやウェブサイト等を活用し、広報を行

った。【財】 

海外渡航に関係する事業者等

に対する渡航先における薬物

乱用防止に関する協力依頼 

海外渡航者向けポスターについて、引き続き国際空港、

旅行代理店等における掲示等の協力を依頼した。【厚、警】 

 

（４）国民全体の規範意識の向上に向けた広報・啓発活動の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

家庭や地域

における薬

物乱用防止

に関する広

報・啓発の推

進 

保護者や地域社会を対象とし

た薬物乱用防止広報・啓発の

推進 

家庭、地域における薬物根絶意識の高揚を図るため、

警察庁ウェブサイト内に開設した大麻対策の広報啓発用

ページに対象の属性に応じた広報啓発資料を掲載すると

ともに、保護者や地域住民等を対象とした薬物乱用防止

に関する講演やキャンペーン等で配布した。【警】 

薬物乱用防止教育の一環として、家庭における薬物根

絶意識の醸成を図るため、小学６年生の保護者を対象と

して薬物乱用防止読本を作成・配布した。【厚】 

 [予算7,793千円] 

ＳＮＳやウェブサイト等、イ

ンターネットを通じて青少年

へ伝わる有害情報へのフィル

タリング導入の普及促進 

フィルタリングの導入を普及促進するために、少年、

保護者及び教育関係者等に対する広報啓発活動を実施す

るとともに、携帯電話事業者に対し、販売時における保

護者への説明等の義務履行の徹底を要請した。【警】                 

[予算5,270千円の内数] 
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“社会を明るくする運動”の

一環として、薬物乱用防止を

テーマにした研修会及び講演

会の実施 

「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立

ち直りを支える地域のチカラ～」の一環として、全国で、

地域住民を対象とする薬物乱用防止をテーマとした講演

会、住民集会、ケース研究等を実施した。【法】       

[予算11,159千円の内数] 

STOP the 薬物！のウェブサ

イト等を活用した講師募集 

STOP the 薬物！のウェブサイト等を通じて、学校等に

おける薬物乱用防止教室の講師を広く募集した。【厚】 

依存症予防教室の実施 

 薬物等を含む各種依存症の予防に資するため、保護者

や地域住民等に向けた啓発講座である「依存症予防教

室」を実施した。【文】 

[予算24,222千円の内数] 

地域におけ

る相談窓口

の周知 

相談窓口の周知による相談機

関の積極的な活用 

精神保健福祉センター等の薬物乱用防止相談窓口、「あ

やしいヤクブツ連絡ネット」等の相談窓口の周知及び相

談機関の積極的な活用を図るため、啓発資材の配布、イ

ンターネットを利用した広報啓発活動、各種運動等を通

じて、薬物に係る相談窓口について積極的に広報した。

【厚】 

こども家庭庁ウェブサイトにおいて、相談窓口を掲載

している薬物乱用防止の啓発リーフレットなどの各種啓

発資料や薬物問題相談窓口について掲載したほか、ＳＮ

Ｓにより薬物乱用防止の相談窓口等を掲載している情報

の周知を図った。【こ】 

各都道府県警察が設置している相談窓口、「ヤングテレ

ホンコーナー」等を掲載したリーフレットを作成・配布

した。【警】 

 [予算 2,804千円] 

相談窓口の周知を図るため、警察庁ウェブサイト、広

報啓発パンフレット「薬物乱用のない社会を」に相談窓

口を掲載した。【警】 

消費者庁のウェブサイトにおいて、薬物問題の相談窓

口を掲載した。【消】 

パンフレットの配付、ウェブサイトの公開等により、

法務少年支援センター（少年鑑別所）の業務に関する広

報を推進した。広報を通じた社会的認知が図られたこと

により、令和５年の地域援助実施件数は、15,210件（速報

値）となった。【法】 

相談機関間の連携強化や相談窓口の周知を図るため、

ウェブサイト、ポスター及びパンフレット等へ情報提供

サイトを掲載し、相談窓口の周知等を積極的に展開した。

【財】 

相談窓口の周知を図るため、高校生や大学生等に配布

した啓発資材において、精神保健福祉センターや「あや

しいヤクブツ連絡ネット」等の相談窓口を掲載した。【文】 
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街頭キャン

ペーン等に

よる啓発の

推進 

各種薬物乱用防止運動、月間

における広報啓発活動の一層

の推進 

国民の規範意識や薬物根絶意識の醸成を図るため、「ダ

メ。ゼッタイ。」普及運動（６月～７月）を始め、「不正大

麻・けし撲滅運動」（５月～６月）、「麻薬・覚醒剤・大麻

乱用防止運動」（10 月～11 月）において、新型コロナウ

イルスの感染拡大防止に留意の上、地域の実情に応じて、

街頭キャンペーン、地区大会等を展開し、啓発活動を行

った。【厚】 

[予算 21,659千円] 

「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（７月）にお

ける重点課題の一つに「薬物乱用対策の推進」を挙げ、関

係省庁、都道府県、協力・協賛団体等に対して啓発活動等

を依頼するなどの取組を推進した。【こ】 

国民の薬物根絶意識の高揚を図るため、「薬物乱用防止

広報強化期間」（６月～７月）を設け、関係機関・団体等

と連携しテレビ・ラジオ・ＳＮＳ等を活用した広報啓発

活動を推進した。【警】 

「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立

ち直りを支える地域のチカラ～」の一環として、全国で、

青少年を対象とした薬物乱用防止教室を実施した。【法】 

 [予算11,159千円の内数] 

関係機関・ボランティア団体

と連携した駅前や街頭でのキ

ャンペーン等の実施 

地域社会における薬物根絶意識の高揚を図るため、関

係機関・団体と連携し、テレビ・ラジオ・ＳＮＳ等を活用

した広報啓発活動や駅前等における街頭キャンペーンを

実施した。【警】 

国民の規範意識や薬物根絶意識の醸成を図るため、各

種キャンペーン等の広報活動や様々な媒体を通じて、薬

物乱用の実態や危険性について積極的に周知した。【財】 

各種業界団

体等への啓

発活動 

自動車運送事業者に対する監

査や講習等を通じた薬物の使

用禁止の徹底した周知 

警察からの通報や報道等により、運転者の運行中等に

おける薬物の使用が疑われる場合に、事業者に対して監

査を実施し、違反内容に応じた行政処分等を実施すると

ともに、薬物の使用禁止に関し運転者への適切な周知を

行うよう指導した。【国】 

運行管理者が受講する講習において、薬物に関する正

しい知識や使用禁止についてテキストを用いて周知し

た。【国】 

関係団体に対する各種乱用防

止活動への協力及び薬物乱用

防止の啓発依頼 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６月～７月）に参画す

る関係団体に対し、ポスター掲示や国連支援募金等の各

種乱用防止活動への協力及び薬物乱用防止の啓発を依頼

した。【厚】 

関係機関・団

体と連携し

た情報共有

体制の構築

及び活用 

相談機関間の連携強化による

迅速な情報共有体制の構築 

都道府県等の関係機関に広報啓発活動強化を依頼し

た。【厚、警、法】 

各種啓発資材の作成及び関係

機関・団体への配布 

国民の規範意識や薬物根絶意識の醸成を図るため、各

種啓発資材を作成し、都道府県等の協力を得て関係機関・

団体へ配布した。【厚、こ、警、法、財、文】 

専門知識を有する関係機関と

の連携・啓発推進 

薬物乱用防止啓発訪問事業において、医療、教育等の

専門知識を有する関係機関・団体と連携して、その専門

性に基づく啓発活動を実施した。【厚】 

  [予算52,250千円] 

大麻等違法

薬物の有害

薬物の危険性・有害性等に係

る最新の科学的知見について

薬物乱用防止のための広報啓発資料や講習等に有識者

を活用して科学的知見を反映させるとともに、広報啓発
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性・危険性

等、エビデン

スに基づく

デジタルツ

ール等の媒

体を効果的

に活用した

広報・啓発 

関係機関と共有及び広報資料

への反映 

イベントで有識者の講演を実施するなど、広報啓発活動

の内容充実を図った。【警】 

薬物の危険性・有害性等の科学的知見について、関係

府省庁間の各種会議等において情報共有を実施したほ

か、有識者の知見を活用して広報・啓発資材を作成した。

【警、厚】  

違法薬物による死因に係る医

師による死亡診断書及び死体

検案書への適切な記載 

死体検案書等を作成する医師に対し、解剖や薬毒物検査等

の結果について、適切に情報提供を行った。【厚、警】 

広報媒体・手法の工夫、内容

の充実による啓発活動の強化 

青少年の目に触れやすいウェブサイトやＳＮＳ等のイ

ンターネットの広報媒体を活用するとともに、薬物の危

険性・有害性等を強く印象付ける画像等を用いるなど、

啓発活動の手法を工夫した。 

また、ウェブサイトやＳＮＳ、YouTube等に広告を配信

し、若年層の内、大麻への関心が高い者をターゲットに、

インターネット上での行動に応じたデジタル広報を実施

した。【厚】 

パンフレット、警察庁ウェブサイト内に開設した大麻

対策の広報啓発用ページを活用し、対象の属性に応じた

広報啓発資料を掲載するなどのほか、政府広報とも連携

した広報啓発活動を実施した。 

また、大麻乱用防止対策としてＳＮＳや動画配信サイ

トにおいてターゲティング広告を実施したほか、鉄道事

業者の協力を得て、車内のデジタルサイネージに薬物乱

用防止啓発映像を放映するなどした。【警、内】 

「あやしいヤクブツ連絡ネッ

ト」を通じたインターネット

上における薬物関連の情報の

収集・提供及び啓発 

薬物乱用防止対策の充実強化を図るため、「あやしいヤ

クブツ連絡ネット」において、インターネット上におけ

る薬物関連情報の収集、薬物乱用の危険性・有害性等の

周知、薬物相談等を実施するとともにＸ（旧Twitter）を

活用して、薬物関連の最新情報の提供や注意喚起等を行

った。【厚】 

ハイリスク層に対するインタ

ーネット上での行動に応じた

薬物乱用防止の広報啓発 

若年層や大麻への関心が高い者に対する効果的な広

報・啓発を実施するため、デジタル広告等を活用し、大麻

への関心の高いハイリスク層に対して、大麻の正確な知

識を啓発するためのウェブサイトに誘導する事業を実施

した。【厚】 

ウェブサイトや税関展示室等

を活用した広く一般国民に対

しての税関における水際取締

対策等の広報 

広く一般国民に対して税関における水際取締対策等を

広報するため、覚醒剤等の社会悪物品の密輸入防止に関

する情報提供等を目的とした税関展等を開催するととも

に、税関のウェブサイトや税関の公式ＳＮＳ等を活用し、

薬物摘発を含めた各税関の水際取締を周知した。【財】 

学校等へ税関職員を派遣し、税関見学会や講演会等の

広報啓発活動を行った。なお、税関見学会等においては、

薬物乱用防止を含めた社会悪物品等の密輸防止啓発ビデ

オを上映し、模造麻薬見本や密輸手口の写真パネルを展

示するとともに、危険ドラッグの人体への悪影響や危険

性について注意喚起を行った。【財】 

啓発用資材の配布 
関係各省庁が公表する啓発資材等を消費者庁のウェブ

サイトに掲載し、広報・啓発を実施した。【消】 
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意識調査の

実施 

意識調査の実施及び結果の広

報啓発活動への反映 

調査結果を広報啓発活動に反映させるため、青少年を

中心とした国民の薬物乱用に関する意識調査を行った。

【厚】 

広報啓発活動の充実を図るため、大麻乱用者を対象と

した実態調査を実施し、大麻に対する危険性・有害性を

軽視する情報の入手先について「友人・知人」や「インタ

ーネット」の占める割合が高いなどの結果を広報啓発活

動に反映させた。【警】 

 

【まとめと今後の課題】 

薬物乱用を未然に防止するためには、国民が薬物乱用の危険性・有害性を正しく認識することが重要

である。特に、令和５年の臨時国会において「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正す

る法律」（令和５年法律第 84 号。以下「改正法」という。）が成立したことにより、「大麻草から製造さ

れた医薬品の使用を禁止する規定」が削除され、大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする規

定の整備を行ったほか、大麻等を麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28年法律第 14 号。以下「麻向法」と

いう。）の麻薬に位置づけることにより、大麻の不正な施用について、麻向法における「麻薬施用罪」の

罰則規定が適用されることになった。これら制度改正の内容や大麻について正確な知識を身につけられ

るよう、厚生労働省において広報啓発用のウェブサイトを開設するなどの取組を行い、広く一般の国民

に対して周知を図った。 

また、児童・生徒・学生等に対する広報啓発においては、薬物乱用の危険性・有害性について正しい

知識を持ち、薬物乱用を拒絶する規範意識を向上させることができるよう、引き続き対象者の年齢等に

応じた啓発資材を作成・配布するとともに、薬物の専門知識を有する関係機関の職員等が薬物乱用防止

教室に講師として赴き、特に乱用が著しい大麻について、科学的根拠に基づいた正しい知識の普及に努

めたほか、関係機関が指導用テキストの配布や研修用動画の配信を行い、指導者の資質向上を図った。 

学校等における啓発活動は、引き続き啓発内容の充実と指導者の資質向上を図ることが重要である。 

有職・無職少年への広報啓発においては、新入社員に対する薬物乱用防止講習を実施するとともに、

労働関係団体に対して、啓発資材を配布した。 

また、家庭及び社会における広報啓発としては、パンフレットを作成し、保護者や地域住民等を対象

とした薬物乱用防止に関する講演やキャンペーン等において配布した。また、危険ドラッグの乱用によ

る健康被害が相次いだことを受けて、各省庁と連携した啓発ポスターを作成し、ＳＮＳ等を活用して広

く国民に対する速やかな注意喚起を行ったほか、大麻への関心が高い者をターゲットとしたインターネ

ット上での行動に応じたデジタル広報を実施するなど、インターネットを活用した情報発信を行った。 

青少年の薬物乱用の未然防止には、インターネット上の違法薬物等に関する有害情報の閲覧を防ぐこ

とが効果的であることから、フィルタリング導入の普及促進のために、広報啓発活動の実施及び携帯電

話事業者に対する販売時の説明等の徹底要請を行った。 

街頭補導活動については、関係機関・団体及びボランティアが連携して薬物乱用少年の早期発見に努

めるとともに、少年補導員等の資質向上のために研修会を実施した。 

海外渡航者に向けた広報啓発としては、不正薬物密輸入事犯の現状を解説した啓発パンフレットや、

海外渡航者が安易に大麻に手を出さないよう法規制や有害性を訴えるポスター・広報啓発グッズを活用

して、国際空港等において注意喚起を行うとともに、ウェブサイト、ＳＮＳ等を通じて情報を発信した。 

引き続き、対象者に応じた効果的な広報啓発を続けていくことが重要である。 

さらに、各種会議の場を活用するなどして、関係機関が広報啓発に関する情報共有を図り、啓発方針

及び啓発資材の内容充実について検討を行った。 

令和５年の薬物情勢を見ると、大麻事犯の検挙人員は、6,703 人と過去最多であった令和３年を大幅

に更新するとともに、初めて大麻事犯の検挙人員が覚醒剤事犯の検挙人員を上回った。また、大麻事犯

の検挙人員の７割以上が 30 歳未満であり、若年層における大麻の乱用拡大に歯止めがかからない状況

にあることから、我が国は引き続き「若年者大麻乱用期」の渦中にあると言える。 

今後も、関係機関が一層連携を強化し、国を挙げて広報啓発活動を推進することが求められている。 

大麻については、インターネット等において、「有害性がない」等の誤った情報が氾濫しており、青少

年の大麻乱用の拡大につながっていると考えられることから、青少年に向けた大麻を始めとする薬物乱

用防止に係る上記広報啓発活動をより一層強化し、科学的根拠に基づいた正しい知識を普及するととも
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に、改正法案に対する附帯決議において、「薬物乱用防止啓発が薬物依存症者及びその家族への偏見や孤

立を助長することのないよう配慮した啓発方法の検討を行うこと」を求められていることを踏まえて、

必要以上に薬物使用の恐怖を煽
あ お

ることなく、若年者の視点も活かしながら、薬物依存症者への差別や偏

見を助長しないよう配慮した啓発方法を検討することも重要である。 
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目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止 

 

（１）薬物依存症者等への医療提供体制の強化 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

専門医療機

関の充実 

都道府県及び政令指定都市に

おける薬物依存症の専門医療

機関、治療拠点機関の選定の

推進及び治療・回復プログラ

ムの充実・普及 

「依存症対策地域支援事業」の実施により、依存症専

門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定を推進し、依

存症からの回復を目指す者に対する治療回復プログラム

の提供を推進した。【厚】 

[予算 529,180千円の内数] 

認知行動療法プログラムの普及を図ることにより、地

域における薬物依存の治療の更なる充実・普及を推進し

た。【厚】 

「依存症対策地域支援事業」により、精神保健福祉セ

ンター等において、ＳＭＡＲＰＰ等の認知行動療法プロ

グラム等の治療回復プログラムを実施した。【厚】 

[予算529,180千円の内数] 

治療が可能

な医療従事

者の育成 

薬物依存症の治療に当たる医

療従事者の専門性を向上する

ための認知行動療法等の研修

の実施、精神科以外の医療機

関に従事する者への研修の充

実 

「依存症対策全国拠点機関設置運営事業」の中で、国

立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターにおい

て医療従事者の依存症治療の専門性を向上させるための

研修等を実施した。【厚】 

[予算52,964千円の内数] 

「依存症対策地域支援事業」の中で、医療従事者の依

存症治療の研修のほか、地域において相談・治療等に当

たる人材の養成を実施した。【厚】 

[予算529,180千円の内数] 

 

（２）刑事司法関係機関等が連携した社会復帰につなげる息の長い指導・支援の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

矯正施設に

おける効果

的な指導・支

援の推進 

再犯リスクを踏まえた効果

的な指導の実施及び薬物指

導等体制の整備 

刑事施設における薬物依存離脱指導の実施体制の充

実強化を図るため、薬物事犯者処遇カウンセラーによる

助言指導体制を整備した。【法】 

[予算118,670千円] 

札幌刑務支所において、出所後の生活により近い環境

で、社会内においても継続が可能なプログラムを受講さ

せるとともに、出所後に依存症回復支援施設に帰住等す

るための支援を行う女子依存症回復支援モデル事業を実

施した。【法】 

[予算 6,267千円] 

少年院においては、特定生活指導として薬物非行防止

指導を実施したほか、特有の課題を抱える女子在院者に

対する指導の強化に向け、職員へのスキルアップ研修を

実施した結果、指導者の専門的知識及び指導技術が向上

し、薬物非行防止指導の充実強化が図られた。【法】                 

 [予算11,182千円] 
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保護観察対

象者に対す

る効果的な

指導・支援の

推進 

薬物再乱用防止プログラム及

び自発的意思に基づく簡易薬

物検出検査の実施 

対象者の断薬意志の維持及び促進につなげ、薬物の再

乱用防止を図るため、薬物依存のある保護観察対象者に

対して、特別遵守事項により義務付けて実施する薬物再

乱用防止プログラム及び対象者の自発的意思に基づく簡

易薬物検出検査を実施した。【法】 

[予算76,152千円] 

地域の医療機関等における医

療や支援を受けることの働き

掛けの実施 

地域の医療機関における医療や精神保健福祉センター

等の利用を促進するため、薬物依存のある保護観察対象

者に対し、必要に応じて、当該機関における支援を受け

ることを働き掛けた。【法】 

就労に向けたきめ細かな支援

の充実 

不就労で生活が安定しない薬物事犯者も含めた刑務所

出所者等の就労確保を図るため、公共職業安定所等の関

係機関と連携し、出所者等に対して就労支援を行うとと

もに、犯罪歴のある者を積極的に雇用する協力雇用主を

開拓した。【法】 

[予算863,166千円] 

薬物依存のある刑務所出所者

等の再乱用防止対策等の充実

強化、地方更生保護委員会及

び保護観察所における所要の

体制整備 

薬物依存のある刑務所出所者等の再乱用防止対策等の

充実強化を図るため、保護観察所の保護観察官を増員す

るなど、地方更生保護委員会及び保護観察所における所

要の体制を整備した。【法】 

保護観察官に対する薬物依存

対策研修やスーパーバイズの

実施 

保護観察官の処遇能力を向上させるため、薬物依存の

ある保護観察対象者の処遇に当たる保護観察官に対し

て、薬物依存からの回復に関する外部専門家を招へいし、

研修を実施した。【法】 

[予算24,350千円] 

保護司適任

者の確保と

活動基盤の

強化 

保護司適任者の確保と活動基

盤の強化 

薬物依存のある刑務所出所者等に対する社会復帰支援

を担う保護司について、適任者確保と活動基盤の強化を

一層推進するため、保護司候補者検討協議会や保護司活

動インターンシップを実施したほか、その活動の拠点と

なる更生保護サポートセンターの効果的な活用を推進し

た。【法】 

[予算1,403,234千円] 

更生保護施

設における

社会復帰支

援体制の強

化 

更生保護施設等における薬物

依存のある保護観察対象者の

受入れ促進及び薬物依存から

回復するための支援の充実 

薬物依存のある保護観察対象者の再犯防止及び改善更

生を図るため、薬物処遇重点実施更生保護施設として指

定された更生保護施設において、精神保健福祉士や臨床

心理士等の専門的資格を有する薬物専門職員を中心に薬

物依存から回復するための支援を実施した。【法】                      

[予算5,370,169千円の内数] 

更生保護施設による訪問支援

事業の実施 

訪問支援事業として、更生保護施設職員が更生保護施

設を退所した薬物依存のある保護観察対象者の自宅等を

訪問するなどして地域移行後の継続的支援を実施した。

【法】 

刑事司法関

係機関によ

る社会復帰

支援の推進 

薬物事犯者の再乱用防止に向

けた効果的な方策の検討 

「第二次再犯防止推進計画」（令和５年３月17日閣議決

定）に基づき、薬物事犯者の再乱用防止に向けた効果的

な方策の具体化に向けた検討に着手した。【法】 

より多くの薬物事犯者に対して支援を実施できるよ

う、検察庁からの支援対象者の受入れに関して、これま

で一部地区で行っていたところ、麻薬取締部が所在する

全９地区に拡大した。【厚】 
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刑事司法関

係機関によ

る社会復帰

支援の推進 

関係機関との連携強化 

全国８ブロックにおいて、「薬物事犯者に対する処遇プ

ログラムにおける矯正・保護実務者協議会」を開催し、双

方のプログラムの実施状況等の情報を交換し、社会復帰

後の支援に資する刑事施設と保護観察所との連携につい

て検討した。【法】 

[予算662千円] 

薬物事犯受刑者等に対する薬

物依存からの回復に向けた社

会復帰支援 

出所後の帰住先が確保されていない薬物事犯受刑者等

に対し、必要に応じて帰住先の確保及び薬物依存からの

回復に向けた関係機関との調整等、社会復帰支援を行っ

た。【法】 

薬物事犯受刑者等に対する調

査と出所後の生活環境の調整

の実施 

薬物事犯受刑者等の問題性に応じた適切な出所後の帰

住先の確保を図るため、出所後の帰住先が確保されてい

ない薬物事犯受刑者等に対し、薬物事犯者特有の問題性

に焦点を当てた調査と出所後の生活環境の調整を実施し

た。【法】 

[予算1,971千円] 

刑事施設を満期出所した薬物

事犯者等に対する支援の実施 

薬物事犯者等の円滑な社会復帰を図るため、刑事施設

を満期出所した薬物事犯者等について、適当な住居がな

いなどの事情があるときは、その者の申出に基づいて、

宿泊場所等の供与を更生保護施設に委託するなどの緊急

の措置を講じた。【法】 

[予算 5,370,169千円の内数] 

執行猶予判決が見込まれる者

や保護観察の付かない執行猶

予判決を受けた者等に対する

社会復帰支援 

再乱用防止対策を強化するため、平成 31年４月に近畿

厚生局麻薬取締部に設置した再乱用防止対策官を中心と

した、再乱用防止支援職員会議をオンラインにて開催し

た。【厚】 

薬物依存症者に対する再乱用防止対策を行うため、厚

生労働省及び法務省で連携し、薬物事犯で検挙された者

のうち、保護観察処分が付かない執行猶予判決を受けた

者を主な対象者とし、地方検察庁から各地区麻薬取締部

に対して対象者の紹介を行い、同対象者に対して麻薬取

締部において再乱用防止プログラムを実施した。【厚、法】 

[予算 84,527千円の内数] 

相談の機会が必要と認められる薬物乱用者やその家族

へ再乱用防止のためのパンフレット「相談してみません

か」を供覧・配布して、全国の精神保健福祉センターや家

族会等を紹介するなどの情報提供を実施した。【警】 

[予算 2,069千円の内数] 

再乱用防止に従事する職員向

けの教材等の作成や研修の充

実 

再乱用防止指導の一貫性を保つとともに、対象者に応

じた適切な対応を可能とするために、再乱用防止に従事

する職員向けの教材等を作成した。【厚】 

公認心理師等の再乱用防止支

援員を配置し、職員と連携の

上で対象者に応じた適切な支

援を実施 

全国で 19名の再乱用支援員を配置し、職員と連携の上

で、支援対象者に応じた適切な再乱用防止対策を実施し

た。【厚】 

[予算 84,527千円の内数] 

依存度合に

応じた効果

的な指導・支

援の推進 

刑事施設における薬物依存の

重症度及び再犯リスクを踏ま

えた効果的な指導及び支援の

実施 

薬物事犯者に対するアセスメントを実施して、依存度

合いや再犯リスクに応じた指導を実施した。【法】 
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大麻事犯者

の特性に対

応した効果

的な指導・支

援の推進 

少年院における大麻に関する

指導のための教材の作成及び

指導の実施 

少年院における大麻に関する新たな指導教材を作成

し、大麻使用歴を有する者への指導を実施した。【法】 

保護観察所における大麻事犯

者の特性に対応した効果的な

指導及び支援の実施 

保護観察所における薬物再乱用防止プログラムに大麻

に関する指導項目を新設し、大麻事犯者の特性に対応し

た処遇の充実を図った。【法】 

 

（３）地域社会における本人・家族等への支援体制の充実 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

相談・支援窓

口の周知と

充実 

都道府県及び政令指定都市に

おける依存症相談員を配置し

た相談拠点の設置及び本人や

その家族からの薬物依存症に

関する相談支援窓口の充実 

保健所及び精神保健福祉センターにおいて、薬物依存

症者に関する相談及び薬物依存に対する啓発、本人への

治療回復支援及び家族支援（家族教室等）を引き続き実

施した。【厚】 

相談支援体制の充実を図るため、「依存症対策地域支援

事業」により、地域における相談拠点の設置や相談支援

に携わる人材育成を行った。【厚】 

[予算529,180千円の内数] 

精神保健福祉センターにおけ

る治療回復支援及び家族支援 

精神保健福祉センターにおいて薬物依存症者に関する

相談及び薬物依存に対する本人への治療回復支援及び啓

発、家族支援（家族教室等）を引き続き実施した。【厚】 

法務少年支援センターの社会

的認知度の向上 

法務少年支援センター（少年鑑別所）の業務に関する

広報を推進するため、パンフレットの配付、ウェブサイ

トの公開等を実施した結果、広報を通じた社会的認知が

図られたことにより、令和５年の地域援助実施件数は、

15,210件（速報値）となった。【法】 

引受人・家族等に対する講習

会・相談会の実施 

薬物依存のある刑務所出所者等の引受人・家族等に対

し、依存性薬物の有害性及び本人への対応に関する知識

を付与するため、精神保健福祉センターや民間支援団体

と連携して引受人・家族会を実施した。【法】 

[予算2,599千円] 

薬物問題を抱える当事者及び

その家族に向け、冊子を配布

する等して相談・支援窓口や

民間支援団体の周知を行うこ

とによる相談機関活用の促進 

相談機関活用を促進するため、薬物問題を抱える当事

者やその家族に向けて、精神保健福祉センターやダルク

等の民間支援団体を紹介した。【厚】 

薬物問題を抱える当事者や家族のため小冊子「ご家族

の薬物問題でお困りの方へ」（家族読本）を改訂し、全国

の薬務主管課、保護観察所、矯正施設、民間支援団体等に

配布した他、厚生労働省のウェブサイトへ掲載した。【厚】 

相談の機会が必要と認められる薬物乱用者やその家族

へ再乱用防止のためのパンフレット「相談してみません

か」を供覧・配布して、全国の精神保健福祉センターや家

族会等を紹介するなど情報提供を実施し、その活用を促

進した。【警】        [予算 2,069千円の内数] 

薬物依存症等を支援する関係

機関の連絡会議の開催を通じ

た当事者及びその家族に対す

る相談体制の充実強化 

当事者及びその家族に対する相談体制の充実強化を図

るため、全国６ブロックにおいて、行政、医療、福祉、司

法、民間団体等が参加する「薬物中毒対策連絡会議」を開

催し、情報共有を図った。【厚】 
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自助グルー

プ等民間団

体支援の充

実 

薬物依存症者やその家族を切

れ目なく支援するため、地域

で活動する自助グループ等民

間団体の活動促進を促進する

ための取組の充実 

「依存症民間団体支援事業」により、全国規模で依存

症の問題に取り組む民間団体が実施する、依存症対策の

推進に必要な人材を養成するための研修や、依存症に関

する普及啓発等の活動を支援した。【厚】 

[予算 39,412千円の内数] 

「薬物依存症問題に取り組む民間団体支援事業」によ

り、ダルク等の地域で薬物依存症問題に取り組む民間団

体の活動を支援した。【厚】 

  [予算 50,700,000千円の内数] 

行政、医療、福祉、司法、民間団体等との連携を図るた

め、「依存症対策地域支援事業」により、地域における薬

物依存症の支援体制構築に向けた検討会や、包括的な支

援を実施するための連携会議を開催した。【厚】 

[予算 529,180千円の内数] 

相談・支援に

携わる人材

の育成 

精神保健福祉センター等にお

ける職員に対する研修の充実 

「依存症対策全国拠点機関設置運営事業」により、精

神保健福祉センター等で相談業務に従事する職員の対応

力の向上を図るとともに、地域における指導者の養成を

行った。【厚】 

[予算 52,964千円の内数] 

障害福祉サービス事業者や相

談支援事業者等の薬物依存症

者への生活支援に当たる者に

対する研修の充実 

「依存症対策全国拠点機関設置運営事業」により、依

存症回復施設職員の対応力の強化を図るとともに、地域

における指導者の養成を行った。【厚】 

[予算 52,964千円の内数] 

職員の専門性向上を図るため

の各種研修等の実施 

薬物事犯者の処遇プログラムを担当する職員の専門性

向上を図るため、集合研修等の各種研修を実施した。【法】 

[予算 3,890千円] 

依存症を含む精神疾患に関する専門的知識及び処遇技

術等を習得させるため、精神保健福祉士養成施設等に委

託して研修を実施した。【法】 

[予算 4,499千円] 

刑事司法関

係機関と地

域社会が連

携した社会

復帰支援体

制の強化 

「薬物依存のある刑務所出所

者等の支援に関する地域連携

ガイドライン」に基づく関係

機関との連携 

より多くのケースを必要な支援につなげるため、「薬物

依存のある刑務所出所者等の支援に関するガイドライ

ン」に基づき、医療・保健・福祉機関等と連携した。【法】                 

[予算 2,264千円の内数] 

「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域

連携ガイドライン」に基づき、関係機関との緊密な連携

の下、各関係機関が有する責任、機能又は役割に応じた

支援を切れ目なく実施した。【厚】 

矯正施設における指導体制の

強化 

刑事施設 76庁（刑務支所を含む。）において、薬物事

犯者処遇カウンセラーを配置しているほか、民間自助団

体の協力を得た指導体制が整備され、指導内容の充実･強

化が図られた。【法】 

[予算 48,801千円] 
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刑事司法関

係機関と地

域社会が連

携した社会

復帰支援体

制の強化 

保護観察所における地域支援

連絡会議の実施 

薬物依存のある保護観察対象者が居住する地域におけ

る薬物処遇に関係する機関との連携を図るため、薬物処

遇に関係する機関・団体が協働して地域支援連絡会議を

実施した。【法】 

[予算 1,313千円] 

ケア会議の実施及び関係機関

との連携の強化 

保護観察所と関係する機関・団体等との連携を促進す

るため、医療機関等に通院等する保護観察対象者の処遇

に係るケア会議を実施した。【法】 

[予算 2,264千円の内数] 

保護観察対象者の心身の状況

を踏まえた適切な指導等の実

施 

医療機関等に通院等する保護観察対象者の医療・支援

状況に関する情報提供を受け、心身の状況を踏まえた適

切な指導を実施した。【法】 

[予算 2,264千円の内数] 

薬物依存回復訓練の外部委託 

規制薬物等に対する依存の影響を受けた生活習慣等を

改善する方法の習得の促進を図るため、保護観察対象者

に対する薬物依存回復訓練の実施を民間の薬物依存症リ

ハビリテーション施設等に委託した。【法】 

[予算 5,370,169千円の内数] 

地域における薬物依存症者を

支援する関係機関との連携強

化 

行政、医療、福祉、司法、民間団体等との連携を図るた

め、「依存症対策地域支援事業」により、地域における薬

物依存症の支援体制構築に向けた検討会や連携会議を開

催した。【厚】 

[予算 529,180千円の内数] 

個々の少年の状況に応じた立

ち直り支援活動の推進 

少年の薬物再乱用防止を図るため、必要に応じて、少

年に対して継続的な助言、指導、カウンセリング等の継

続補導を行うとともに、再非行に走る可能性がある少年

及びその保護者に対して警察から積極的に連絡し、指導・

助言や、体験活動等への参加、就学・就労等への支援を行

う「少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動」を実施し

た。【警】 

[予算 47,862千円の内数] 

 

（４）薬物依存症に関する正しい理解の促進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

正しい理解

の促進 

薬物依存症の正しい知識と理

解を国民に広く普及し、適切

な治療・支援に結びつけるた

めの積極的かつ継続的な普及

啓発 

依存症からの回復に向け、精神保健福祉センター及び

自助グループ等の民間団体へ相談することの重要性を周

知するため、「依存症の理解を深めるための普及啓発事

業」において、薬物問題関連のシンポジウムを開催した。

【厚】 

保健所及び精神保健福祉センターにおける相談事業を

通じた薬物問題の早期発見・早期対応を可能とするため、

依存症の理解を深めるための普及啓発事業の中で広報・

啓発事業を実施した。【厚】 

[予算50,000千円の内数] 

講習会の開催を通じた薬物依

存症・中毒等に関する正しい

知識・理解の促進と意識向上 

全国６ブロックにおいて、「再乱用防止対策講習会」を

開催し、一般市民、民間団体等を対象として、薬物依存

症・中毒に関する正しい知識・理解の普及を図った。【厚】 

 [予算84,527千円の内数] 
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（５）薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的なプログラムに関する研究の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

薬物乱用実

態の研究の

推進 

薬物依存のメカニズムや薬物

の毒性等に関する研究、薬物

乱用・依存の疫学的研究、薬

物乱用・依存に関する意識・

実態調査、薬物依存症・中毒

者に対する支援の在り方に関

する研究等の推進 

「依存症に関する調査研究事業」の実施により、薬物

事犯者の支援の在り方の研究、薬物依存症者の回復支援

等についての調査研究を行った。【厚】 

[予算167,496千円の内数] 

治療回復プ

ログラム等

の指導・支援

方策の効果

検証の推進 

刑事施設における処遇プログ

ラム及び地域の保健・医療機

関等における支援等を受ける

ことによる効果等の検証 

刑事施設における薬物依存離脱指導プログラムの効果

検証を実施し、分析結果を取りまとめ公表した。【法】 

薬物再乱用防止プログラムや地域の保健・医療機関等

における支援等を受ける保護観察対象者の実態把握を行

った。【法】 

地域の保健・医療機関等における支援等を受けること

による効果等について、調査研究等によって検証してい

る。【厚】 

全国の精神科医療機関の協力

の下、各施設を受診した薬物

依存症・中毒者の症例等、依

存性薬物に関する情報の収

集、分析及び評価の実施 

国内における再乱用防止に資する科学的知見等の収集

を図るため、薬物乱用・依存状況の実態把握及び薬物依

存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究を実施して

いる。【厚】 

麻薬取締部で実施中の再乱用

防止支援の結果等についての

分析及び評価 

再乱用防止に係る取組の充実強化を図るため、麻薬取

締部が実施している再乱用防止プログラムにおける指導

結果等について、分析及び評価を実施した。【厚】 

 

【まとめと今後の課題】 

再乱用防止対策については、令和５年の覚醒剤事犯の検挙人員における再犯者の割合が約７割と高水

準にあることや、改正法案に対する附帯決議において、「大麻を含む薬物事犯者の再乱用防止のため、薬

物事犯者に対する長期的な支援を目指した総合的な取組の検討」を求められていることを踏まえて、対

策の強化が喫緊の課題となっている。 

薬物依存症治療に係る専門医療機関が未整備の自治体があることから、「依存症対策地域支援事業」を

実施し、薬物依存症治療を実施する専門医療機関の整備を図るとともに、依存症医療研修等を通じて、

医療従事者の育成を実施した。今後も都道府県等による専門医療機関の選定を推進し、治療内容の充実

を図る必要がある。 

刑事司法機関においては、保護観察が付かない執行猶予判決を受けた者等、相談の機会が必要と認め

られる薬物乱用者に対して、再乱用防止プログラムを実施するとともに、相談窓口の周知を徹底した。    

麻薬取締部で行う再乱用防止プログラムについて、令和５年にあっては、新規対象者の同プログラム

への参加率は 83％、同プログラムを離脱することなく継続的に実施を行うことができた定着率は 86％

であった。今後も麻薬取締部と法務省との連携を強化し、新規対象者の拡大に努めるとともに、参加率・

定着率を高水準に保てるよう支援体制を強化していく。 

刑事施設、更生保護施設及び保護観察所においては、職員の専門性向上を図るとともに、薬物依存症

者に対して、薬物処遇及び社会復帰支援を実施した。 

引き続き、関係機関が連携し、これらの施策を一体的に実施することが、薬物依存症者の社会復帰に

は不可欠である。 

また、刑事司法機関での対応を終えた薬物依存症者が地域社会の中で適切な支援が受けられるよう、

保健所、精神保健福祉センター、法務少年支援センター、民間支援団体等と連携し、治療・回復支援に

取り組むとともに、民間支援団体への支援、各種研修による職員の専門性向上、連絡会議を通じた情報

共有の強化を図り、対象者に応じた指導及び訓練を実施した。 
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さらに、適切な治療・支援を実施するためには、薬物依存症に係る正しい知識と理解を普及すること

も重要であることから、全国で関係機関の専門家による講習会を開催し、関係機関において啓発資料の

配付を実施した。 

引き続き、地域社会の中において、薬物依存症者及びその家族が関係機関の支援を受けられるよう環

境整備を推進していくことが求められている。 
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目標３ 国内外の薬物密売組織の壊滅、大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締り
の徹底及び多様化する乱用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止  

 

（１）暴力団、準暴力団等及び国際犯罪組織の薬物密売対策の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

捜査基盤の

整備と連携

強化 

関係機関における薬物を専門

とする捜査、情報分析、鑑定

等の組織体制の強化 

組織体制を強化・整備するため、組織犯罪対策要綱に

基づいて組織犯罪対策を推進するための基盤を整備する

とともに、都道府県警察に設置される「組織犯罪対策推

進本部」等において関係部門が緊密に連携した。【警】 

薬物捜査に係る組織体制の強化を図るため、全国の検

察官が出席する会合等において、薬物事犯の捜査手法に

関する知見を共有した。【法】 

[予算（当初）593,373千円の内数] 

［予算（補正含む）593,373千円の内数］ 

組織体制の強化を図るため、密輸入事犯や広域事犯等

薬物供給の傾向に対応した体制を構築するとともに、捜

査担当官会議等を活用して最新の薬物情勢、捜査手法等

の知見を共有した。【厚】 

薬物捜査に係る組織体制の強化を図るため、研修や会

議等において最新の薬物情勢を共有した。【海】 

関係機関による合同捜査・共

同摘発の推進 

関係機関による合同・共同捜査を実施するなど、各機

関の特徴を活かして連携した取締りを推進した結果、複

数の薬物密売組織を摘発した。【警、財、厚、海】 

薬物密輸組織及び薬物密輸ルートを徹底解明するた

め、密輸入情報の入手段階から関係機関による合同捜査

を推進した。【警、財、厚、海】 

「薬物対策関係取締機関情報

交換会」等を通じた情報交換

による連携強化及び共通の理

念に基づく取締りの推進 

関係機関による「密輸出入取締対策会議」等を開催し、

情報交換を実施したことにより、密輸情報等の共有化や

連携強化が図られ、密輸入事犯を検挙するなど成果を挙

げた。【警、法、財、厚、海】 

[法：予算（当初）593,373千円の内数] 

［法：予算（補正含む）593,373千円の内数］ 

関係機関間の人事交流及び研

修への相互派遣の推進 

関係機関との連携強化や捜査手法・知識の向上を図る

ため、警察、税関、麻薬取締部及び海上保安庁において、

人事交流、研修への職員の相互派遣を推進した。【警、

財、厚、海】 

語学能力を備えた捜査官の育

成等、通訳体制の整備・充実 

語学能力を備えた捜査官の育成、通訳体制の整備・充

実を図るため、教養実施計画に基づき、職員の語学研修

を実施した。【警】 

通訳体制の整備・充実を図るため、通訳人に対するセ

ミナーを実施し、刑事手続における通訳の遂行に必要な

知識等を修得させた。【法】 

[予算（当初）593,373千円の内数] 

［予算（補正含む）593,373千円の内数］ 

国際会議等に捜査官を積極的に参加させ、語学能力に

係る意識向上を図った。【厚】 
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語学能力に優れた捜査官を育成し、捜査体制の強化を

図った。【海】 

組織の中枢

に位置する

者に対する

取締り強化 

薬物密売に関わる暴力団等に

係る情報の集約・分析と取締

りへの活用 

薬物密売組織の実態解明を図るため、暴力団が関与す

る覚醒剤等の営利密輸入事犯及び密売関連事犯の分析を

行うなど、薬物密売に関わる暴力団等に係る情報を集約・

分析して取締りに活用した。【警】 

違法薬物の密売に関わる広域的な暴力団等の密売組織

に係る情報を分析し、取締りに活用した結果、薬物密売

組織の摘発につなげることができた。【厚】 

薬物密売に関与する暴力団関係者等に係る情報を集

約・分析の上、取締りに活用した。【海】 

末端乱用者からの突き上げ捜

査等による薬物密売組織の実

態解明及び首領、幹部等の中

枢に位置する者の検挙の推進 

暴力団、外国人薬物密売組織による密輸・密売事犯等

において、末端乱用者等からの徹底した突き上げ捜査に

よる、薬物密売組織の中枢に位置する首領や幹部に焦点

を当てた取締りを実施し、令和５年中、首領・幹部を含む

暴力団構成員等2,809人を薬物事犯により検挙した。【警、

厚、海】 

麻薬特例法

等を活用し

た厳正な科

刑の獲得に

よる長期隔

離 

業として行う薬物密売等の事

犯への麻薬特例法第５条の適

用による厳正な科刑の獲得 

組織的薬物密売事件等の捜査において、悪質性や行為

の組織性、計画性、営利性等の立証に努め、令和５年中、

業態犯の加重処罰を規定する麻薬特例法第５条違反の検

挙件数は20件であり、暴力団構成員等が関与する複数の

薬物密売組織を摘発した。【警、厚】 

全国の検察官が出席する会合等を通じて、麻薬特例法

等の関係法令の積極的な活用を推奨し、組織的な薬物事

犯についての徹底した捜査の実施と厳正な科刑の実現に

努めた。【法】 

[予算（当初）593,373千円の内数] 

［予算（補正含む）593,373千円の内数］ 

関係機関と

の情報共有

の強化 

不法滞在外国人に関する情報

の収集・分析及び関係機関と

連携した摘発等の強化 

国内外の関係機関と情報交換するなどして薬物密輸・

密売事犯の捜査を推進し、令和５年中、薬物事犯で1,201

人の外国人（うち密輸入事犯は305人）を検挙した。【警】 

出入国在留管理庁は、警察等関係機関と緊密に連携す

るなどして、入管法違反外国人に対する摘発を行ってお

り、令和５年は全国 1,344か所の摘発を実施した。【法】 

[予算（当初）10,110,830千円の内数] 

［予算（補正含む）10,838,473千円の内数］ 

関係機関における外国人薬物

密売組織の構成員、役割分担、

密売手口等に関する情報共有

による実態解明 

組織の実態解明のため、関係機関において、会議や合

同捜査等の機会を通じて、外国人薬物密売組織の構成員、

役割分担、密売手口等に関する情報を共有した。【警、厚、

海】 

 

（２）薬物犯罪収益対策の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

薬物犯罪収

益等に係る

情報集約・分

薬物犯罪収益等に係る実態解

明の推進及び薬物犯罪収益等

の隠匿・収受行為の発見 

薬物犯罪収益に係る実態解明を推進し、その隠匿・収

受行為の発見に努めるため、都道府県警察に設置された

犯罪収益解明班において情報集約・分析を実施した。【警】 

29



20 

析・活用の推

進 

犯罪収益移転防止法第 13条に基づき、薬物犯罪及び薬

物犯罪収益等に係るマネー・ローンダリング犯罪の捜査

に役立てるため、国家公安委員会から提供された疑わし

い取引に関する情報について最高検察庁を通じて全国の

検察庁へ周知した。【法】 

[予算（当初）593,373千円の内数]

［予算（補正含む）593,373千円の内数］

薬物犯罪収益等の隠匿・収受行為の発見を推進し、薬

物犯罪収益等に係る実態を解明するため、国家公安委員

会より提供を受けた疑わしい取引に関する情報を一元的

に管理・解析し、全国の麻薬取締部に還元した。【厚】 

薬物犯罪収益等の隠匿・収受行為の発見を推進し、薬

物犯罪収益等に係る実態を解明するため、国家公安委員

会より提供を受けた疑わしい取引に関する情報について

本庁を通じて各管区海上保安本部に共有の上、取締りに

活用した。【海】 

薬物犯罪等に係る疑わしい取

引に関する情報の分析、捜査

機関等への提供及び情報の捜

査への活用 

薬物犯罪等に係る捜査又は犯則事件の調査に資する、

疑わしい取引の届出に関する情報について、令和５年中

は68万5,330件の情報を捜査機関等に提供した。更に薬物

事犯を含めた各種事犯に着目した分析を行い、各捜査等

に資すると判断された情報２万1,730件を捜査機関等へ

提供した。同年中、都道府県警察が疑わしい取引に関す

る情報を活用して検挙した薬物事犯は314件であった。

【警】 

薬物犯罪収益等の隠匿・収受行為の発見を推進し、薬

物犯罪収益等に係る実態を解明するため、国家公安委員

会より提供を受けた疑わしい取引に関する情報を一元的

に管理・解析し、全国の麻薬取締部に還元した。【厚】 

薬物犯罪収益等の隠匿・収受行為の発見を推進し、薬

物犯罪収益等に係る実態を解明するため、国家公安委員

会より提供を受けた疑わしい取引に関する情報について

本庁を通じて各管区海上保安本部に共有の上、取締りに

活用した。【海】 

薬物犯罪収

益等の剝奪

の徹底 

薬物犯罪収益等の隠匿・収受

行為を罰する麻薬特例法の規

定に基づく没収保全命令及び

追徴保全命令の適用 

麻薬特例法第６条及び第７条違反の検挙に努めるとと

もに、薬物犯罪収益等の確実な剝奪を期すため、麻薬特

例法第19条に基づく没収保全命令の活用に努め、令和５

年中の適用件数は、第６条が20件、第７条が１件、第19条

が20件であった。【警】 

全国の検察官が出席する会合等を通じて、薬物犯罪収

益の剥奪の徹底を含めた適切な対応についての意識共有

を図った。令和５年においては、麻薬特例法第 11条等に

基づく薬物犯罪収益等の没収規定を 54 人に、同法第 13

条に基づく薬物犯罪収益等の追徴規定を 199 人にそれぞ

れ適用し、言い渡された没収・追徴額の合計は４億 292万

円に上り、薬物密売組織に資金面から一定の打撃を与え

た。【法】 

[予算（当初）593,373千円の内数]

［予算（補正含む）593,373千円の内数］

薬物犯罪組織を資金面から弱体化させるため、薬物犯

罪収益等の隠匿・収受に係る取締りに努めた。【厚】 
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薬物犯罪収益に関する税務当

局への課税通報の推進 

薬物密売組織の資金面からの弱体化を図るため、暴力

団構成員等の薬物犯罪収益等について、税務当局へ課税

通報に努めた。【警、厚】 

薬物犯罪収

益等の移転

防止に向け

た取組の推

進 

国際的な情報交換のための枠

組の構築による、外国の資金

情報機関（ＦＩＵ）との情報

交換の推進 

外国の資金情報機関（ＦＩＵ）との疑わしい取引に関

する情報に係る情報交換のための枠組の設定に向けた交

渉を推進し、令和５年末現在、114の国・地域のＦＩＵと

の間で情報交換のための枠組みを設定し、同年中の外国

ＦＩＵとの情報交換件数は薬物関連を含む532件であっ

た。【警】 

金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）

の勧告等を踏まえたマネー・

ローンダリング対策の推進

マネー・ローンダリング対策を推進するため、ＦＡＴ

Ｆ勧告等を踏まえ、薬物事犯を含めた各種事犯に着目し

た分析及び外国のＦＩＵとの情報交換を積極的かつ迅速

に行った。【警】 

（３）巧妙化・潜在化する密売事犯への対応 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

インターネ

ット等サイ

バー空間を

利用した密

売事犯への

対応強化

インターネット・ホットライ

ンセンター（ＩＨＣ）、あやし

いヤクブツ連絡ネット等から

の通報及びＡＩを用いたＳＮ

Ｓ上のサイバーパトロール等

による薬物密売に関する違法

情報の収集及び各種法令を駆

使した取締りの推進

ＩＨＣ、あやしいヤクブツ連絡ネット等からの通報、

サイバーパトロール等により、薬物密売等に関する情報

を積極的に収集した。【警、厚】

[警：予算 129,079千円]

令和５年中、ＩＨＣにおいて、「薬物犯罪等の実行又は

規制薬物の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為」、「規制

薬物の広告」、「指定薬物の広告」、「指定薬物等である疑

いがある物品の広告」及び「危険ドラッグに係る未承認

医薬品の広告」に関する違法情報について6,866件の通報

を受け、そのうち、国内ウェブサイトに掲載された違法

情報51件が警察に通報された。【警】 

インターネット利用による薬物密売に対し、薬物を濫

用することをあおる行為等を規制する麻薬特例法第９条

等各種法令を活用し取締りを徹底するとともに、各種捜

査手法の効果的な活用方法について検討を行った。【警】 

警察では、ＩＨＣから通報される違法情報について、

「全国協働捜査方式」による捜査を実施しているが、令

和５年中は、ＩＨＣの情報をもとにインターネット等を

利用した薬物密売等事犯の検挙は１件であった。【警】 

インターネット事犯に対する取締りを推進するため、

国内外の関係機関と情報交換を実施し、インターネット

等を利用した新たな薬物密売手口に係る解析・分析を強

化し、対応策を検討した。【厚】 

違法情報に関する証拠保全や

送信防止措置を進めるための

プロバイダ等との協力関係の

強化 

薬物事犯の取締りを推進するため、サイバーパトロー

ルやＩＨＣからの通報によりインターネット上における

薬物密売等の情報を収集し、情報に基づく捜査を推進し

た。【警】

令和５年中、ＩＨＣでは、国内ウェブサイトに掲載さ

れた規制薬物等に関する違法情報51件のうち、削除依頼

を行う前に削除されたもの以外の22件について、サイト

管理者等に対して削除依頼を行った。【警】 

薬物密売の未然防止を図るため、プロバイダ等と積極

的な情報交換を実施して協力関係を強化し、薬物密売等
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に係る違法情報に関する証拠保全や送信防止措置を迅速

に行った。【厚】 

ダークウェブ、暗号資産を利

用した密輸・密売手口への対

応 

ダークウェブや暗号資産を利用した密輸・密売事犯に

適切に対処するため、関係機関との情報共有等により、

手口の実態を把握するとともに、各種教養・研修等の機

会を通じ、捜査手法の向上を図った。【警】 

関東信越厚生局麻薬取締部に設置されたサイバー捜査

課により、サイバー空間を利用した薬物の密売等の情報

収集等を行い、関係機関に情報共有を行った。【厚】 

サイバー捜査に特化した部門

を中心に、サイバー空間を利

用した薬物密売事犯に係る全

国的な捜査の強化

関東信越厚生局麻薬取締部に新たに設置されたサイバ

ー捜査課を中心に、全国麻薬取締部において、サイバー

空間を利用した薬物密売事犯に対し捜査を展開し、首領

を含む薬物密売組織構成員及び密売客を多数検挙すると

ともに、多数の規制薬物を押収した。【厚】 

各国・地域に

おける薬物

密売手口と

対策に関す

る情報収集

の推進 

各国・地域の捜査機関からの

密売手口やその対策等に関す

る情報収集 

「アジア太平洋薬物取締機関長会議」（以下「ＨＯＮＬ

ＡＰ」とする）に出席し、参加各国と薬物密売手口及び捜

査手法等に関する情報共有を実施するとともに、積極的

な意見交換を行った。【警、財、厚、海】 

国内未確認の密売手口及びその対策に関する情報を入

手し、防止策を講じるため、国際会議への出席等を通じ、

各国の捜査機関と薬物の密売手口やその対策について情

報交換を実施した。【厚、海】 

（４）大麻をはじめとする薬物の乱用者に対する取締りの徹底 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

薬物乱用者

に対する徹

底した取締

りの推進 

匿名通報を効果的に活用した

末端乱用者に対する取締りの

徹底 

「匿名通報ダイヤル」に寄せられた違法薬物情報を端

緒に捜査を推進し、複数の末端乱用者を検挙した。【警】 

全国の麻薬取締部に設置している匿名架電対応の相談

電話等を活用することで、薬物乱用者に対する相談や情

報収集を行うと共に、末端乱用者への取締りを推進した。

【厚】 

船舶への立ち入り検査、海事

関係者への違法薬物情報の収

集・分析 

薬物乱用者に対する徹底した取締りを推進するため、

端緒の獲得に努め、徹底した取締りを実施し、大麻所持

事犯を含め複数の薬物乱用者を検挙した。【海】 

薬物乱用をほう助する大麻種

子の不正輸入・販売者及び大

麻栽培器具販売者、注射器の

不正販売者等の取締り等の推

進 

薬物乱用者に対する徹底した取締りを推進するため、

関係機関と連携し、大麻種子等の不正輸入に係る情報を

端緒に大麻栽培等について厳格な取締りを実施し、多数

を検挙した。【警】 

大麻種子等の不正輸入について、厳格な水際取締りを

実施した。【財】 

薬物乱用防止に対する多角的な取締りを推進するた

め、薬物乱用をほう助する大麻種子の不正輸入・販売者、

注射器の不正販売者等について全国の麻薬取締部及び関

係官署に情報共有を実施した。【厚】 

乱用拡大が著しい大麻に係る

法整備 

令和５年12月に、改正法案が可決され、大麻を麻薬と

して位置づけ、麻向法における施用罪を適用する等の法

整備を行った。【厚】 
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（５）未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等の推進 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

未規制物質

等に関する

鑑定・研究体

制の強化と

情報共有の

推進 

未規制物質や新たな形態の規

制薬物の高度な鑑定を行うた

めの資機材等の整備、毒性の

評価や鑑定手法の研究・導入

の推進 

都道府県警察科学捜査研究所に配備する分析機器等資

機材の更新整備を実施した。【警】 

迅速な鑑定体制の構築のため、指定薬物及び新たな形

態の規制薬物の検査に資する標準品等の整備を行った。

【警】 

新規の乱用薬物の鑑定に対応するため、分析手法の開

発及び代謝物の探索・同定を行った。【警】 

未規制物質について調査研究を行い、水際で分析する

ための各種分析データを整備し共有した。【財】 

迅速な規制強化と薬物取締体制の構築を図るため、国

立医薬品食品衛生研究所において、薬物鑑定法の策定・

研究・標準品整備、毒性評価等を実施し、関係省庁等にそ

の情報共有を実施した。【厚】 

技術の向上及び情報共有を図るため、都道府県の地方

衛生研究所の分析担当者に対して、国立医薬品食品衛生

研究所が策定し、研究した分析手法や未規制物質につい

ての情報共有を実施した。【厚】 

鑑定資器材の整備を実施するとともに、鑑定担当者間

における情報共有を実施した。【海】 

新規指定薬物等に関するデー

タベースの構築及び共有によ

る活用の促進

効率的な鑑定体制の構築を図るため、指定薬物等の分

析結果を集約し、データベースとしてまとめ、都道府県

警察科学捜査研究所へ配布した。【警】 

指定薬物等の不正薬物について調査研究を行い、水際

で分析するための各種分析データを整備し共有した。

【財】 

指定薬物に係る取締りに活用するため、新規指定薬物

に関するデータベースを構築し、全国の麻薬取締部で共

有した。【厚】 

「分析担当官会議」等を通じ

た新たな形態の規制薬物や未

規制物質に関する情報の共有 

関係機関における連携を一層強化するため、近年乱用

著しい規制薬物やその類似物質等について、合同会議の

開催等により、関係省庁間で迅速な情報共有を行ったほ

か、学術集会（国内及び国際）等においても分析手法等に

ついて意見交換を行った。【警、財、厚、海】 

未規制物質

等の迅速な

指定の推進 

未規制物質の国内外の流通状

況等を踏まえた指定薬物への

迅速な指定の推進 

インターネット監視、海外流通・規制等の情報収集等

により国内外で流通している危険ドラッグの把握に努

め、令和５年度において29物質を新たに指定した。また、

指定薬物への迅速な指定により、指定数は令和６年３月

末時点で2,442物質となった。【厚】 

指定薬物の指定に関する関係

機関との情報共有 

危険ドラッグ等取扱業者に対する効果的な取締りを推

進するため、国内規制された指定薬物の情報を一元化し、

関係機関との間で情報共有を実施した。【厚】 

捜査や税関検査等を通じて把

握した未規制物質の情報提供

による迅速な指定の支援 

捜査の過程で押収した薬物について、国内において乱

用が懸念される場合、厚生労働省に情報提供を行い、指

定薬物への迅速な指定を支援した。【警】 

麻薬や指定薬物等に類似の性質をもつ物品を税関検査

で発見した場合には、厚生労働省に情報提供し、指定薬

物の迅速な指定に向けた支援を行った。【財】 
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指定薬物から麻薬への指定、

規制強化 

令和５年８月、既に指定薬物として規制された物質の

うち、麻薬と同種の乱用のおそれのある７物質を麻薬に

指定し、規制を強化した。【厚】 

（６）正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

国内外にお

ける乱用実

態の情報集

約体制の強

化 

国内外における医療用麻薬、

向精神薬等の乱用情報や依存

実態の把握及び国内関係機関

への情報提供 

国内外における医療用麻薬、向精神薬等の乱用情報や

依存実態を把握するとともに、関係機関との統一的な情

報共有を図るために、国際会議への出席、国際機関・国内

関係機関との情報交換等を積極的に実施した。【厚】 

市場流通するＣＢＤ製品（大

麻由来製品）の買上調査の実

施 

市場流通するＣＢＤ製品（大麻由来製品）について買

上げを実施し、ＣＢＤ製品市場の実態把握を推進した。

【厚】 

向精神薬等

を悪用した

事案発生防

止のための

監視・取締り

の強化 

向精神薬の適正管理及び適正

使用を促すための立入検査、

監視の徹底 

向精神薬の適正管理、使用及び流通を促すため、麻薬

取締官と麻薬取締員等が協力して、医療機関、薬局等へ

の立入検査を実施し、向精神薬の管理・使用・流通状況に

ついて監視を実施した。【厚】 

医療用麻薬、向精神薬等の不

正流通等を確認した際の関係

機関との連携した取締りの実

施 

都道府県警察や都道府県において、医療用麻薬、向精

神薬等の不正流通等を確認した場合、関係機関と連携す

るなどして、取締りを推進した。【厚、警】 

関係機関・団

体への指導・

監督の徹底 

医療用麻薬の適正使用を促す

ための医療用麻薬適正使用推

進講習会の実施 

医療用麻薬の必要性・安全性に係る正しい知識の普及

を図り、適正使用を促進するため、医療用麻薬の適正使

用について、有識者を講師として迎え、医療関係者及び

一般向けに医療用麻薬適正使用推進講習会を開催した。

【厚】 

医療用麻薬、向精神薬等の適

正管理に係る指導・監督の徹

底 

医療用麻薬、向精神薬の適正な管理、使用及び流通を

促進するため、麻薬取締官と麻薬取締員等が協力して立

入検査を実施し、医療用麻薬等の不適切な管理及び使用

を確認した際は、指導を徹底し、継続した監視を実施し

た。【厚】 

【まとめと今後の課題】 

我が国における薬物情勢として、覚醒剤事犯の検挙人員は 6,073人と減少傾向である一方、大麻事犯

の検挙人員は 6,703人と増加傾向に歯止めがかからない状況にあり、大麻事犯の検挙人員に係る統計が

確認できる昭和 26年以降、初めて覚醒剤の検挙人員を上回る結果となった。また、大麻事犯における

初犯者率は 76.4％であり、少年の検挙人員が 1,246人と前年から大幅に増加していること等を勘案す

ると、大麻濫用の裾野が確実に広がっているものといえる。 

これは、インターネットやＳＮＳの普及により大麻の入手が容易になっていることや、大麻の有害性

に関する誤った認識があることなどが、その要因となっていると考えられ、若年者大麻乱用期ともいえ

るこの状況は、未だ収束を迎える兆しは見えていない。 

このような状況の中、大麻については、麻薬として規制したうえ、麻薬施用罪の罰則を適用すること

とする規定の整備等を盛り込んだ改正法が成立・公布され、現在、施行に向けた準備を行っているとこ

ろである。施行後において、特に大麻について、薬物密売組織及び末端乱用者の取締りを推進していく

必要がある。 

一方、危険ドラッグ事犯も急激な増加を見せ、危険ドラッグを摂取したことによる健康被害が相次い

で報告されている。これは平成 27年に一度壊滅に追い込んだ危険ドラッグ販売店舗が再出現したこと

や、インターネットを介し、大麻の有害成分であるＴＨＣ類に類似した化合物が蔓延
ま ん え ん

したことが要因で

ある。この状況に対応するため、厚生労働省、警察等関係機関は、協力して危険ドラッグ販売店舗の実
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態を調査すると共に、危険ドラッグ対策会議を開催し、今後の対応方針を策定するなどして連携強化を

図った。また、販売店舗に対しては、立入検査、危険ドラッグ製品への検査命令及び販売等停止命令を

実施したほか、広域的に規制する必要があると認められた製品については、医薬品医療機器等法に基づ

き、全国的に販売等を禁止する告示を行った。さらに、包括指定を含めた指定薬物への迅速な指定を行

い、危険ドラッグの乱用根絶に向けた取組を実施した。 

また、近年の薬物密売形態として大きな問題となっているインターネット等サイバー空間を利用した

密売事犯に対しては、サイバーパトロールを積極的かつ効果的に実施するなどして、首領を含む薬物密

売組織構成員及び密売客を多数検挙したが、引き続き「全国協働捜査方式」による捜査や違法情報の削

除要請等を推進していく必要がある｡ 

今後も、薬物の供給側である薬物密売組織の壊滅による薬物供給の遮断と末端乱用者の取締りによる

薬物需要の根絶に向け、関係省庁・関係団体との緊密な連携の下、総合的な対策を推進していく必要が

ある。 
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目標４ 水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 

（１）密輸等に関する情報収集の強化 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

関係機関か

らの情報収

集の推進 

国内外関係機関との連携によ

る密輸情報の早期入手及び活

用 

国内外関係機関との情報交換会等を開催し、密輸情報

の早期入手に努め、分析を実施した結果、薬物密輸入事

件を合同で摘発するに至った。【警、財、海、厚】 

麻薬取締部において、海外の複数捜査機関と「協力覚

書（ＭＯＣ）」を締結し、捜査の連携・協力体制の強化を

行った。【厚】 

海外の捜査機関から得られた情報を活用したコントロ

ールド・デリバリー捜査を実施し、薬物密輸入事件の摘

発に至った。【厚、警、財】 

国民・民間団

体等からの

情報収集の

推進 

国民から広く密輸等の情報提

供を求める活動の強化 

国民の理解を得て、密輸等の情報提供を求めるため、

街頭キャンペーンを実施した。【警、財】 

密輸情報ダイヤル（0120-461-961）を積極的に広報し、

薬物等を含めた密輸入情報の提供を広く呼びかけるた

め、密輸情報提供リーフレットや密輸ダイヤル周知ＣＭ

等を活用した。【財】 

情報窓口に対する国民の認識を広め、情報収集活動を

推進するため、関係機関が広報活動を実施した結果、一

般市民、海事漁業関係者や関係団体等から不審情報をは

じめとする様々な情報が寄せられた。【財】 

国民に対して、海上における犯罪等に関する情報提供

を広く呼びかけるため、海の緊急通報用電話番号118番を

積極的に広報した。【海】 

民間事業者、海事・漁業関係

者等との連携を通じた通報体

制の確立 

通報体制の確立を図るため、漁業関係者等の関係業界

に対し密輸関連情報の提供を要請した。【警、財、海】 

漁協、地域住民及び同地域に配置している税関協力員

等に対し、薬物等の密輸入情報提供の依頼を行うととも

に、不審船舶等に係る情報収集を実施した。【財】 

薬物等の密輸入情報を入手するため、財務省及び各税

関において「密輸防止に関する覚書」（ＭＯＵ）を締結し

ている通関業者、船舶代理店等の関係業界団体等に対し、

情報提供を依頼した。【財】 

連絡体制の強化を図るため、海事・漁業関係者等に対

して行う講習会等の場を利用し、薬物事犯に係る情報の

提供依頼等を行った。【海】 

事件等を通

じた情報収

集の推進 

検挙被疑者の突き上げ捜査等

による核心を突いた密輸情報

の入手 

関係機関と緊密な連携の下、検挙被疑者の突き上げ捜

査等による密輸情報の入手に努めた結果、薬物密輸入事

件の摘発に至った。【警、厚、海、財】 

密輸入対策関係省庁会議等を

通じた密輸情勢に関する情報

共有 

統一的な戦略のもとに、情報収集体制を強化し、密輸

事犯の効果的・効率的な取締りを推進するため、密輸出

入取締対策会議等を通じて、関係機関間で密輸情勢や国

際的な犯罪情勢について積極的な情報共有を実施した。

【財、警、厚、海、法】 
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組織・装備の

強化 

情報収集・分析体制の整備 

密輸取締強化のため、必要な人員を確保し、情報収集・

情報分析を実施した。【警、財、厚、海】 

令和４年４月に、麻薬取締部において国際情報官を新

設し、海外の捜査機関との密輸情報に係る連絡及び調整

並びに国内の捜査部門への共有の体制を強化した。【厚】 

薬物密輸入を想定した合同取

締訓練実施による取締機関間

の連携及び能力向上 

関係機関間の連携を強化し、捜査官の能力向上を図る

ため、薬物密輸入時に実施されるコントロールド・デリ

バリー捜査を想定した関係機関による合同捜査訓練を実

施した。【警、財、厚、海】 

原料物質の

輸出入対策・

管理体制の

強化 

原料物質の国際的な輸出入動

向と使用実態把握のための国

連麻薬統制委員会（以下「Ｉ

ＮＣＢ」とする）との連携強

化 

ＩＮＣＢとの連携を強化し、原料物質に係る輸出入動

向及び使用実態を把握するため、国際会議への出席等を

通じて、ＩＮＣＢとの間で情報交換を実施した。【厚、経】 

原料物質の輸出入対策に係る各国・国際機関の連携強

化を図り、乱用薬物の密造対策を推進した。【厚】 

事前通知制度を活用した原料

物質の輸出入の監視の強化 

原料の不正な輸出入に起因する麻薬の密造の抑止を図

るため、ＩＮＣＢが実施する原料物質の輸出事前通知制

度を活用し、原料物質に係る輸出入の監視を実施した。

【厚】 

原料物質の適切な貿易管理の

ため、厳正な審査や広報啓発

活動を実施 

麻薬新条約上、国際的な流通管理を実施すべきと定め

られている原料物質について、麻薬製造に使われること

を抑止するため、関係法令に基づき、国際会議等を通じ

た情報も踏まえながら輸出審査を厳格に実施した。【経】 

麻薬原料物質に関する貿易管理の重要性に関し、我が

国の主たる輸出事業者等の一層の意識向上を図るため、

麻薬新条約における原料物質の新規追加等に係る国際動

向および我が国における貿易管理の取組状況に基づき、

輸出事業者等に対し、法律に基づく管理に加え、関連す

る問い合わせや事前相談等において必要に応じ規制の趣

旨を説明する等、事業者の理解促進に努めた。【経】 

関係機関との合同立入検査等

による原料物質の輸出入取締

りを強化 

管理体制の強化を図るため、関係機関と緊密な連携の

下、関係船舶に対する合同立入検査を実施した。【海】 

原料物質の適正な流通確保の

ための麻薬・覚醒剤原料取扱

業者に対する立入検査の実施 

原料物質の適正な流通を図るため、麻薬向精神薬原料

取扱者及び覚醒剤原料取扱業者に対し、管理及び流通状

況等に係る立入検査を実施した。【厚】 

（２）薬物密輸ルートの解明と水際における取締体制の構築 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

海上・港湾等

における監

視・取締体制

の強化 

沿岸や港湾等の監視体制の強

化と不審な貨物や船舶に関す

る情報等の収集 

沿岸や港湾等における監視体制の強化と不審な貨物や

船舶に関する情報等の収集に努めた結果、不審情報等

様々な情報が寄せられた。【海、警、財、厚】 

港湾等における監視・取締体制等の強化を図るため、

必要な人員を確保し、巡視船艇及び航空機を配備した。

【海、警、財、厚】 

関係機関と不審な貨物や要注意船舶、要注意船員等の

情報交換を積極的に行い、現場において合同監視取締り

を実施した。【海、警、財、厚】 
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令和５年５月に新たに２機の無操縦者航空機を加えた３

機による 24時間 365日の海洋監視体制を構築した。

【海】 

関係機関の相互補完のための

情報交換の充実、合同による

船舶への立入り検査、張込み

や調査等の推進 

連携強化を図るため、現場レベルでの情報交換を推進

し、合同による船舶への立入検査、張込み等を実施し

た。【海、警、財】 

薬物密輸組織に対する内偵捜

査等の強化のための体制の整

備 

組織犯罪対策要綱に基づいて薬物密輸事犯の取締りを

強化するため、捜査指導体制及び専従取締り体制の整備

に努めた。【警】 

薬物密輸組織に対する内偵捜査等に係る捜査体制を強

化するため、必要な捜査資機材の整備を図った。【海】 

密輸手口の

分析と対応

した取締り

の推進 

関係機関間の緊密な協力及び

各種捜査手法の向上 

より効果的・効率的な取締りを実施するため、関係機

関合同で、事件に即した各種捜査手法を検討し、薬物の

密輸入事犯の取締りを実施した。【警、厚、海】 

関係機関の連携強化及び取締能力の向上を図るため、

関係機関合同で、各種捜査手法を活用した訓練を実施し

た。【警、厚、海】 

新たな形態の密輸手口に関す

る情報共有の推進 

取締りの強化を図るため、外国税関等から特異な密輸

入事例や新たな形態の密輸手口等の情報を入手して、我

が国における密輸リスクの分析を行い、職員間で共有し

た。【財】 

密輸出入取締対策会議等を開催し、意見・情報交換を

実施して、新たな形態の密輸手口に関する情報の共有を

図った。【財、警、厚、海】 

密輸手口等の密輸関連情報の

収集・分析能力等の向上によ

る、検査対象を絞り込んだ取

締りの重点化 

密輸手口や分析手法等について、外国税関等との情報

交換を促進し、ビッグデータ解析を通じて、我が国にお

ける検査対象の絞込みに活用した。【財】 

密輸情勢に関する情報分析及

び取締りへの反映 

関係機関間との情報交換を促進し、薬物の仕出国及び

地域と関連する船舶、貨物、人等密輸情勢に関する情報

を分析し、対象を絞った重点的な取締りを実施した。

【海】 

密輸リスク

に対応した

取締りの実

施 

旅客・貨物（郵便物含む）に

関する事前情報等を活用した

取締りの充実・強化 

本邦への入港前に報告された輸入貨物、船舶・航空機

の旅客及び乗組員に関する事前情報等を活用した、検査

対象貨物や検査対象者のスクリーニング（絞込み・選

定）を、ＡＩ等先端技術を活用しつつ的確かつ効果的に

行うとともに、Ｘ線検査装置等の取締・検査機器を有効

に活用し、重点的かつ効率的な検査を実施した。【財】 

データベースの充実化による

情報分析及び効果的な監視・

取締り 

効率的な監視・取締りの推進を図るため、データベー

スの充実化を引き続き実施するとともに、集約した情報

を分析評価の上、対象の絞り込みを行い、重点的な取締

りを実施した。【海】

巧妙化する

密輸手口に

対応した取

締機器の増

強・開発等 

薬物密輸組織に対する視察内

偵活動等の強化のための資機

材の整備 

薬物密輸組織に対する視察内偵活動等の強化のため、

捜査資機材の整備を行い、整備した資機材を使用して密

輸事犯の事件の証拠化に活用した。【警、財、厚、海】 
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巧妙化する

密輸手口に

対応した取

締機器の増

強・開発等 

Ｘ線検査装置等の検査機器を

有効に活用した検査の強化 

Ｘ線検査装置等の取締・検査機器の有効活用により検

査を強化した。【財】 

最新の技術を採用した取締・

検査機器の調査・研究及び薬

物の探知性能の向上 

多様化する密輸手口に対処するため、既存の取締・検

査機器では検査困難な貨物に対する新たな探知技術の導

入及び探知性能の向上等を目的とした調査研究を実施し

た。【財】 

密輸等に関

する薬物分

析の推進 

薬物の分析方法の研究・開発

推進 

薬物鑑定手法の向上に繋
つ な

げるため、薬物の分析方法

（薬物プロファイリングを含む。）の研究・開発を継続

して推進した。【警、財、厚、海】 

薬物の流通ルートの解明に資するため、関係機関の研

究所等との間で、分析データを共有した。【警、財】 

迅速な規制強化と薬物取締体制の構築を図るため、国

立医薬品食品衛生研究所において、薬物鑑定法の策定・

研究・標準品整備、毒性評価等を実施した。【厚】 

関係機関間での最新の鑑定・

分析方法に関する情報交換、

体制の強化 

高度な分析方法の検討及び薬物分析に係る統一的な情

報の共有を図るため、薬物分析等実務担当者会議等にお

いて、新たな形態の規制薬物や未規制物質について関係

機関の実務担当者間で意見交換を実施した。【警、財、

厚、海】 

薬物分析における協力体制の強化を図るため、関係省

庁の分析担当者間で最新の鑑定・分析方法に関する情報

交換を実施するとともに、薬物プロファイリングの更な

る活用を可能とするため、関係機関の研究所等との間

で、分析データを共有した。【警、財】 

国立医薬品食品衛生研究所における薬物鑑定法の策

定・研究・標準品整備、毒性評価等について、関係機関

間で情報を共有した。【厚】 

技術の向上及び情報共有を図るため、都道府県の地方

衛生研究所の分析担当者に対して、国立医薬品食品衛生

研究所が策定し研究した分析手法や未規制物質について

の情報を共有した。【厚】 

保護基によってマスキングさ

れた未規制物質の分析技術の

確立と情報共有 

保護基によりマスキングされた未規制物質について、

規制薬物への指定を検討するため、文献等を用いて情報

収集に努めるとともに、収集した情報について関係者間

で共有した。【厚】 

（３）水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

コントロールド・デリバリー

捜査の積極的な活用等に向け

関係機関による積極的な合同

捜査の実施及び捜査等を通じ

て入手した情報の分析による

暴力団等と海外密輸組織の結

節点の解明

密輸入事犯において、関係機関が、合同捜査・調査等を

推進し、コントロールド・デリバリー捜査を積極的に活用

した結果、多くの薬物密輸入事犯を摘発するとともに、複

数の密輸組織を摘発した。また、捜査を通じて入手した情

報を集約・分析し、暴力団組員等からなる密輸組織と海外

密輸組織の結節点の解明に努めた。【警、財、厚、海】 

税関による国際郵便物の検査

が効果的に行われることを目

令和５年６月に開催されたＷＣＯ－ＵＰＵグローバル

カンファレンスにおける共同宣言（東京宣言）も踏まえ、

国際郵便物の検査に係るより一層の連携強化を図り、税
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的とした、日本郵便株式会社

への協力の要請 

関による国際郵便物の検査が効果的に行われるよう、日

本郵便株式会社に対し協力を要請した。【総、財】 

日本郵便株式会社の国際郵便関係施設内において、Ｘ

線検査装置等の設置場所の提供、税関からの要請に応じ

た郵便物の差出国別提示等の協力が行われた。【総】 

関係機関の緊密な連携、捜査

手法の共有による薬物取締の

徹底 

関係機関間において緊密な連携を取り、捜査・調査手法

を共有した結果、統一的な戦略の下に効果的、効率的な取

締りが実施され、令和５年の１年間に水際において、不正

薬物全体で815件、約2,406キログラムの密輸を阻止した。

不正薬物全体の押収量は、８年連続で１トンを超えた。

【警、財、厚、海】 

共同で行う船舶に対する検

査、張込み、調査等の一層の

連携強化 

各種捜査手法を活用した取締りや関係取締機関の連携

強化により、覚醒剤等の薬物密輸事件の摘発強化を図る

ため、要注意船舶や要注意船員への取締りを効果的に行

った。【財、海】 

（４）国際的な人の往来の増加に向けた訪日外国人に対する広報・啓発活動の推進

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

広報媒体を活用した外国人に

対する規制薬物持込み禁止に

関する広報・啓発の強化 

訪日外国人の増加や海外からの密輸事案の増加、諸外

国の薬物規制の変化等を背景として、訪日外国人が日本

の薬物規制状況を十分に理解せずに日本に規制薬物を持

ち込むこと等を防止するため、関係省庁で訪日外国人向

けの薬物密輸防止に係る広報・啓発資料（英語版リーフ

レット）を作成し、各省庁のウェブサイトに掲載すると

ともに、同リーフレットの多言語化を図る等して情報発

信を行った。【財、警、厚、法、外、海】

訪日外国人等が違法性を認識しないまま規制薬物を持

ち込むことを防止するため、ウェブサイト上に訪日外国

人向けのページを開設し、英語版のパンフレット、ポス

ター等を掲示するとともに、薬事関係法令の英訳を掲載

した。【厚】

航空会社・空港会社等の民間

事業者・団体に対する広報・

啓発活動 

航空会社・空港会社等の民間事業者・団体に対し、訪日

外国人の規制薬物持込み禁止に関する広報・啓発活動に

協力してもらうため、ポスター等の掲示を依頼するとと

もに、事業者向けのリーフレットを作成・配布した。【厚、

警、財】 

船主・運航会社等に対する広

報・啓発活動 

船主・運航会社等に対し、訪日外国人による薬物持込

み禁止に関する広報・啓発活動を実施した。【海】 

国際会議や在外関係機関を通

じた規制薬物持込み禁止に関

する広報・啓発活動 

諸外国機関における我が国の薬物取締に係る理解を向

上させるため、国際会議や在外関係機関を通じて、薬物

持込み禁止に関する広報・啓発活動を実施した。【警、財、

厚、海】 

日本国内への薬物持込み防止に関する理解の浸透を図

るため、在日大使館関係者や外国政府の薬物対策担当者

と情報交換を実施した。【警】 

【まとめと今後の課題】 

令和５年における水際での不正薬物全体の押収量は、約 2,406kg と、前年より 1,060kg 増加し、過去

２番目を記録し、極めて深刻な状況となっている。 
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不正薬物の密輸形態別に見ると、海上貨物及び航空貨物から複数の大口事犯が摘発され押収量が増加

しているのみならず、航空旅客からの摘発が著しく増加している。令和５年における外国人入国者数は

約 2,583 万人と、前年より約６倍に増加し、新型コロナウイルス感染症拡大防止による水際措置の終了

などにより、入国者数は新型コロナウイルス感染症拡大前の状態まで戻りつつあることから、今後益々

航空旅客による密輸事犯の増加が懸念される。 

航空旅客による密輸入防止については、日本人の海外渡航者に向けては、ポスター及び広報啓発グッ

ズを作成して、国際空港において広報啓発を実施し、訪日外国人に向けては、英語等の言語で作成した

リーフレットを関係機関のウェブサイトに掲載して情報発信したほか、空港会社のウェブサイトや国際

空港のデジタルサイネージを利用して情報を発信するなど、関係機関が連携して、民間団体・事業者に

対し、広報協力の働きかけを行い、規制薬物持込み防止に関する広報・啓発活動を実施した。今後は、

特に訪日外国人に対し、これまでの広報啓発に加え、改正法の施行に伴い大麻が麻薬として位置付けら

れること等を踏まえた新たな規制内容等についての周知をしていく必要もある。

また、効果的な密輸事犯の摘発のためには、情報収集・分析能力の向上が不可欠であることから、広

く国民に情報提供を求める広報活動を実施し、国内外の関係機関等が連携して、密輸手口・情勢等の情

報共有に努めるとともに、各種捜査資機材及び人員の配備を強化し、海外密輸組織と国内の暴力団等の

組織との結節点の把握に努めていく。 

水際対策は、国内外の関係機関の密接な連携が最重要であり、国際情勢に柔軟に対応しながら、各機

関の長所を活かしつつ、上記施策等を引き続き推進していく必要がある。 
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目標５ 国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止 

（１）国際的な取締体制の構築による国内への薬物流入阻止 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

条約・協定等

を活用した

国際捜査協

力の推進 

国際捜査共助や逃亡犯罪人引

渡しを活用した国際的な共同

オペレーションの推進

薬物の仕出地又は中継地となっている国・地域及びそ

の他の周辺諸国との積極的な情報交換及び密輸取締りの

一層の強化のため、国際捜査共助等を活用し、国際的な

共同オペレーションを進めた結果、薬物密輸入事案等を

摘発した。【警、財、厚、海、外】 

国際捜査共助等を積極的に活用することにより、国際

捜査協力を推進した。【法、警】 

[法：予算（当初）593,373千円の内数]

［法：予算（補正含む）593,373千円の内数］

薬物の仕出国等に対する積出

防止措置の要請と過去の事案

の事実関係等の確認 

仕出国における我が国の取締りに係る理解を獲得する

ため、薬物の仕出国に対し、過去の密輸入事犯の事実関

係を確認した。【警、財、厚、海、外】 

薬物密輸情勢に関する仕出国の理解を獲得するため、

令和６年１月、我が国への主な仕出国を含む27か国・１

地域・２国際機関の参加を得て、「アジア・太平洋薬物取

締会議」（以下「ＡＤＥＣ」とする）を開催し、我が国で

近年検挙した薬物密輸事犯について説明の上、情報交換

を実施した。【警】 

［予算19,136千円］

薬物の仕出国等に対する職員

の派遣を通じた協力関係の構

築及び国際的な連携協力の推

進 

海外関係機関との協力関係を強化し、各国との緊密な

連携・協力を促進するため、各国の薬物情勢・具体的な薬

物密輸情報等を踏まえた上で、仕出国地域及びその周辺

地域へ職員を出張させ、積極的に情報交換を実施した。

【警、財、厚、海】 

（２）各国・地域における薬物乱用実態や取締方策の把握 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

薬物乱用対

策に係る情

報集約体制

の強化 

各国・地域で開催される国際

会議への出席による薬物乱用

対策の把握 

第66会期国連麻薬委員会（以下「ＣＮＤ」とする）会期

間・再開会期会合及び第67会期ＣＮＤハイレベル会合・

通常会合に出席し、麻薬関連条約による物質の新規規制

及びＮＰＳ（新精神活性物質）に係る議論に積極的に参

加したほか、「ＨＯＮＬＡＰ」等の地域会合に出席し、参

加各国における薬物の乱用状況、乱用対策等に関する情

報を入手するとともに、国際機関や諸外国関係者等と積

極的な意見交換を行った。【警、外、財、厚、海】 

各国・地域の海上保安機関と

の協力体制の強化 

北太平洋地域の海上保安機関を対象とした「北太平洋

海上保安フォーラム」及びアジア地域の海上保安機関を

対象とした「アジア海上保安機関長官級会合」の枠組み

により、各国海上保安機関との協力体制の維持及び強化

を図った。【海】 

42



33 

薬物乱用対

策に係る情

報集約体制

の強化 

各国・地域の薬物乱用対策に

係る知見の収集、分析、発信 

各国・地域の薬物乱用対策に係る知見を収集し、各国

との連携強化を図るため、複数の薬物乱用対策に関する

国際会議に出席し、各国の薬物乱用対策についての情報

交換を実施した。【厚】 

インターネット対策等の各

国・地域の薬物事犯に対する

捜査手法の収集及び活用

薬物事犯に対する国内の捜査や外国と連携した捜査の

推進を図るため、各国担当者と情報交換を実施し、薬物

事犯に対する捜査手法に関する情報を収集した。【警、

厚、海】 

国際機関等

と連携した

薬物乱用対

策に係る情

報共有体制

の強化 

国際会議等への参加機会を利

用した各国機関及び国際機関

等との情報共有体制の強化 

我が国のこれまでの薬物対策の実績に基づく知見を提

供し、国際機関との情報共有体制を強化するため、第66

会期ＣＮＤ会期間・再開会期会合、第67会期ＣＮＤハイ

レベル会合・通常会合、ＣＮＤ地域別下部組織である「Ｈ

ＯＮＬＡＰ」、東アジア・東南アジア地域関係機関を対象

にＮＰＳ（新精神活性物質）・危険ドラッグ等の合成麻薬

対策の一環として国連薬物・犯罪事務所（以下「ＵＮＯＤ

Ｃ」とする）が実施しているグローバルＳＭＡＲＴプロ

グラム・ワークショップ及びパリ合意フォーラムへの参

加などを通じて、国際機関や諸外国関係者等と積極的な

情報と知見の交換を行った。【厚、外、警、財、海】

（３）国際会議・国際枠組への積極的な参画 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

情報交換や

連携強化に

よる積極的

な国際貢献 

「アジア・太平洋地域薬物取

締機関長会議（ＨＯＮＬＥ

Ａ）」等の地域会議への出席を

通じた薬物対策に必要な国際

的・地域的取組の推進及びア

ジアの地域の薬物対策を強固

にするための施策に関する協

議や知見の共有 

国際的・地域的な取組を推進し、アジア地域の薬物対

策を強固にするための施策に関する協議や知見の共有を

図るため、「ＨＯＮＬＡＰ」や世界税関機構（ＷＣＯ）の

アジア・大洋州地域情報連絡事務所（以下「ＲＩＬＯ Ａ

／Ｐ」とする）が実施する取締プロジェクトへの参加な

どを通じ、国際機関や諸外国関係者等と積極的な情報と

知見の交換を行った。【警、財、厚、海】

ＣＮＤ等の国際会議や専門家

会合等への積極的な参加を通

じた我が国の取組や考えにつ

いての理解獲得、諸外国関係

機関との連携強化 

我が国の取組や考えについて諸外国・機関から理解を

得るとともに、関係機関との連携を強化するため、第66

会期ＣＮＤ会期間・再開会期会合、第67会期ＣＮＤハイ

レベル会合・通常会合及びグローバルＳＭＡＲＴプログ

ラム・ワークショップへの参加を通じて、大麻、ＮＰＳ

（新精神活性物質）に関する我が国の立場や合成薬物対

策を含む我が国の取組について情報共有を図ったほか、

需要削減・供給削減・国際協力、各国の実情に応じた施策

の推進等についての議論に参加した。なお、日本は継続

的にＣＮＤ委員国（全53か国で構成）を務めてきている

（任期は2024年から2027年まで）。【外、厚、警、財、海】 

我が国の対

策に対する

国際的理解

獲得のため

の積極的な

発信 

ハームリダクションの議論に

係る我が国の考え方への理解

の獲得

我が国の取組や考えについて諸外国・機関から理解を

得るため、東アジア・東南アジア地域における取組の進

捗を協議する機会となったグローバルＳＭＡＲＴプログ

ラム・ワークショップへの参加を通じて、ハームリダク

ションの議論につき、薬物の需要削減と供給削減とのバ

ランス、各国・地域特有の薬物事情を踏まえた上での取

組選択の重要性を主張した。【厚、外、警、財】
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海外関係機関に対する我が国

の薬物政策への理解の獲得 

厚生労働省主催の麻薬取締協議会への参加を海外関係

機関に対し積極的に働きかけ、日本の薬物情勢や薬物取

締に関する議論を行うとともに、海外の情勢についての

理解を深めた。【厚】 

協定等を活

用した各国

関係機関と

の情報交換 

外国税関当局との協定等の締

結による新たな税関相互支援

の枠組の構築及び協定締結国

の税関当局等との協力関係強

化 

外国の税関当局との間で、薬物等の密輸に関する情報

交換を含む協力を促進する二国間の税関相互支援協定等

の協力枠組みの構築を推進した。【財】 

現在、アルゼンチン、セネガル、ベラルーシ及びサウジ

アラビア（計４か国）との間で署名に向けた交渉を行っ

ている。【財】

これまでに構築した協力枠組みを活用し、外国税関当

局と、薬物等の密輸に関する情報を含む情報の交換を実

施した。【財】 

経済連携協定（ＥＰＡ）交渉においても、必要に応じ税

関相互支援協定等と同じく、税関当局間の情報交換の規

定が盛り込まれるよう取り組んだ。【財】 

国際機関が設置している情報

共有ネットワークシステム

（ＥＷＡ・ＩＯＮＩＣＳ等）

等の活用による各国の薬物乱

用の情報収集 

我が国の危険ドラッグを含む合成薬物問題に関する規

制強化を図るため、国際機関が中心となって設置されて

いるＥＷＡ・ＩＯＮＩＣＳ等を活用するとともに、ＩＮ

ＣＢ、ＵＮＯＤＣ等の国際機関や各国の規制当局から直

接薬物規制情報について入手し、各国における乱用薬物

の情報収集を実施した。【厚】 

（４）主要な仕出国・地域等との協力体制の強化 

項目 戦略記載内容 取組内容と結果 

技術支援等

を通じた国

際連携の強

化 

仕出国等への技術提供や情報

交換を通じた国際的な連携協

力の推進 

各種国際会議において、各国関係当局と情報交換を実

施した。【厚】 

アジア大洋州地域やアフリカ、中南米諸国等の、開発

途上国税関職員を対象とした取締技法等に関するワーク

ショップにおいて我が国の知見を共有した。また、不正

薬物等の密輸情報等を収集するとともに、情報交換を実

施した。【財】

ＵＮＯＤＣを通じて、国際的なモニタリング、イラン

や東南アジア諸国等における規制薬物等の違法取引等監

視、削減のためのネットワーキング、国境における取締

能力強化、タイにおける麻薬対策上脆
ぜ い

弱性の高いミャン

マー避難民の保護等を含め、麻薬三条約履行に関する取

組を支援した。【外】

【予算 886万米ドル(補正分含む)】 

世界税関機構（ＷＣＯ）加盟

国のＲＩＬＯ Ａ／Ｐ等にお

ける薬物情報の収集・分析や

薬物密輸阻止に関する多国間

の取組支援 

ＷＣＯのアジア大洋州地域内における情報交換ネット

ワークの拠点であるＲＩＬＯ Ａ／Ｐへの情報提供、特

定の密輸品を対象にした共同取締オペレーションへの参

加や、多国間ワークショップへの協力等を実施した。

また、令和６年１月から、日本はＲＩＬＯ Ａ／Ｐの

ホスト国を務めている。【財】

海上犯罪取締り能力向上のた

めの研修を通じた国際連携の

強化 

各海上保安機関との国際連携の強化及び薬物密輸等の

海上犯罪取締り能力の強化を図るため、アジア、アフリ

カ等の海上保安機関の現場指揮官クラスを対象とした

「海上犯罪取締り研修」を開催した。【海】
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「ＡＤＥＣ」等の開催を通じ

た意見交換及び知見の共有 

取締機関の国際連携の強化を図るため、令和６年１月、

我が国からの招へい国を含む27か国・１地域・２国際機

関の参加を得て、「ＡＤＥＣ」を開催し、各国の薬物情

勢、検挙事例等に関する知見を共有した。【警】 

［予算19,136千円］ 

薬物事犯の捜査・公判等に関

する知見の共有 

仕出国、経由国又はその周辺国を含む開発途上国の刑

事司法関係者を対象とした国際研修を実施し、薬物事犯

の捜査・公判、犯罪者処遇及び国際協力に関する共通の

課題について、各国の取組や知見を共有した。【法】 

薬物の仕出

地又は中継

地となって

いる国・地域

等と連携し

た取締体制

の強化 

薬物の仕出地又は中継地とな

っている国・地域等との国際

捜査協力の関係強化 

関係国の捜査機関との国際捜査協力関係を強化するた

め、薬物の仕出地又は中継地となっている国・地域及び

その周辺諸国と情報共有等を実施した。【海】 

仕出国・地域及びその周辺国・

地域の外国当局との情報交換

の一層の強化 

関係各国等との協力関係の強化を図り、国際的な取締

体制の構築を促進するため、積極的な情報交換、会議へ

の参加や取締能力向上のためのワークショップを実施

し、実際に違法薬物の密輸を摘発するなどの成果が得ら

れた。【財】 

国際郵便を利用した薬物密輸

事犯が摘発された場合の仕出

国の郵政関係機関に対する文

書発出及び郵便職員等への協

力要請 

国際郵便を利用した薬物密輸事犯が摘発された国に対

して、引き続き当該事犯に係る仕出国の郵政関係機関に

対して文書を個別に発出するとともに、万国郵便連合（Ｕ

ＰＵ）国際事務局に対し、薬物の密輸防止のため郵便物

の引受検査徹底等の依頼を各加盟国の郵便事業体に周知

するよう要請した。【総】 

仕出地又は中継地となってい

る国の取締能力向上の支援 

仕出地等の取締り能力の向上を支援するため、令和６

年１月、我が国からの招へい国を含む27か国・１地域・２

国際機関の参加を得て、「ＡＤＥＣ」を開催し、各国の薬

物情勢、検挙事例等に関する知見を共有した。【警】 

［予算19,136千円］ 

仕出地等の取締り能力の向上を支援するため、令和６

年２月から３月にかけ、アジア、アフリカ等から薬物取

締機関の上級幹部を招へいして、「薬物犯罪取締セミナ

ー」を開催し、各国の薬物情勢、検挙事例等に関する知見

を共有した。【警】 

グローバルＳＭＡＲＴプログ

ラムの支援によるアジアにお

ける合成薬物対策への地域的

な取組強化

危険ドラッグ等の合成薬物対策の一環としてＵＮＯＤ

Ｃが実施しているＳＭＡＲＴ犯罪科学プログラム（ＳＭ

ＡＲＴ Forensics Programme。2023年に「グローバルＳ

ＭＡＲＴプログラム」から名称変更。）への継続的な拠出

等の支援を通し、アジアにおいて、ＮＰＳ（新精神活性物

質）を始めとする合成薬物対策への地域的な取組を強化

した。【外】 

[予算10万米ドル] 

【まとめと今後の課題】 

覚醒剤、麻薬などの違法薬物の仕出国や流通上の中継経由国の多様化が進んでおり、国際的な薬物対

策のため、関係機関、諸外国、関係委員会との連携強化が必要である。 

そのため、各国機関やＵＮＯＤＣをはじめとする国際機関との情報共有等により直接的に薬物規制情

報を入手することや、これらの国際機関が開催する東アジア・東南アジア地域グローバルＳＭＡＲＴプ

ログラムの後継となるＳＭＡＲＴ犯罪科学プログラムに関する活動、「ＨＯＮＬＡＰ」等に参加すること

で、最新の違法薬物等の乱用状況等の情報を入手するなどして、国際的な違法薬物等に関する情報を把
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握することに努めるとともに、特に多様に変化するＮＰＳ（新精神活性物質）に関する情報もいち早く

入手できるよう、諸外国との連携を強化していく。 

薬物の不正取引が世界規模で展開され、その収益を資金源とした犯罪が横行する中、薬物犯罪対策の

ネットワーク網を強化することが、ひいては我が国の安全にも資するところ、薬物対策を含む国際組織

犯罪対策に知見を有するＵＮＯＤＣをはじめとする国際機関や各国機関との連携をより一層強化し、プ

ロジェクトを実施する方針である。また、近年、欧米諸国においてフェンタニルなどの合成オピオイド

の乱用による健康被害等が多発していることから、令和４年７月にアメリカ合衆国主導で創設された「合

成薬物の脅威に対するグローバル連合」において、その対応を進めているところである。現状、我が国

における合成オピオイドの乱用について当該成分について流通規制や承認適応が限定されるなど、他国

と比べて極めて抑制的に使用されているため、欧米諸国でみられるような深刻な状況にはないが、こう

した新たな枠組みなども通じて、関係諸国と更なる連携を深め、国内外への不正薬物などの流入・流出

阻止を図っていくことが求められる。

我が国の安全のためにも、これら国際機関などとの情報共有や会議等への参加による情報収集を行う

など、より一層国際機関や各国機関との連携を強化していくこととする。 
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名：仙台少年鑑別所盛岡少年鑑別支所 

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

学校等関係機関からの依頼に応じて、人間科学の

専門職である法務教官や法務技官（心理）が、薬物

乱用防止教室を実施できる体制を整えている（令和

６年度 ２件）。単に違法薬物が害悪となるという

知識の付与にとどまらず、各種の依存の背景にある

心理についても解説し、違法薬物に頼る以外の対処

方法やＳＯＳの出し方などを併せて助言すること

を意識している。

同左

※薬物乱用防止教室実施件数：１件

　資料No.３
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

非行少年のアセスメントにおいて、家庭裁判所に

係属する事件名が薬物非行であるかどうかにかか

わらず、薬物乱用歴を丁寧に聴取し、乱用歴のある

者については、薬物への依存の程度やメカニズムを

分析し、必要に応じた対応について処遇機関に引き

継ぐよう心掛けている。また、薬物非行歴のある少

年院送致対象者については、アセスメントの依頼が

あった際、薬物に係る問題が少年院の教育を通じて

どのように変化したか、教育効果の検証に協力して

いる。そのほか、地域の関係機関等からの依頼に応

じて、薬物乱用防止ワークブックを用いたプログラ

ムや、不良仲間から薬物乱用に誘われた際に断るた

めのＳＳＴ等を実施できる体制を整えている。

同左

※ワークブックの実施依頼はなかった。

※ＳＳＴ実施件数：３件

目標３ 薬物密売組織の壊

滅、末端乱用者に対する取締

りの徹底及び多様化する乱用

薬物等に対する迅速な対応に

よる薬物の流通阻止

該当する取組なし 該当する取組なし

目標４ 水際対策の徹底によ

る薬物の密輸入阻止

該当する取組なし 該当する取組なし

目標５ 該当事項なし。
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別紙様式３

機関・団体等名：仙台少年鑑別所盛岡少年鑑別支所 

【地域援助による協力】

 盛岡少年鑑別支所は、「法務少年支援センターいわて（月が丘相談室）」として、地域の非行・

犯罪の防止に係る地域住民個人からの依頼と、関係機関からの依頼の双方に応じて協力を行って

いる。支援対象者は少年に限らず、子どもから大人まで幅広く依頼に応じることが可能である。

現在、地域援助における薬物乱用防止関連についての依頼は、薬物乱用防止教室の依頼が年に数

件ある程度であるが、目標２に記載した薬物乱用防止ワークブックを用いたプログラムやＳＳＴ

などは、関係機関に実施ニーズがあり、かつ対象者がプログラム受講に同意すれば、無料で実施

可能である（地域住民個人からの依頼でも対応可能）。

なお、プログラム実施の前段階として、対象者の薬物乱用・依存の心理的メカニズム等をアセ

スメントする必要があるところ、当支所では人間科学の専門職である法務技官（心理）と法務教

官が協力してアセスメントとプログラムを実施する体制を整えている。
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別紙様式２ 
岩手県内における取り組み状況について 

 
                                   機関・団体等名： 盛岡保護観察所                 
    

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標 1 青少年を

中心とした広報・

啓発を通じた国民

全体の規範意識の

向上による薬物乱

用未然防止 

１ 第７４回“社会を明るくする運動”は７月１日の

盛岡駅広報活動を皮切りに実施し、ポスター掲示、

パンフレット配布等の広報・啓発活動に努めた。 
２ 学校における薬物乱用防止教室に保護司等が参加

協力し、薬物乱用防止等の広報・啓発活動を実施し

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 第７３回“社会を明るくする運動”は７月３日の盛岡

駅広報活動を皮切りに実施し、ポスター掲示、パンフレ

ット配布等の広報・啓発活動に努めた。 
２ 学校における薬物乱用防止教室に保護司等が参加協

力し、薬物乱用防止等の広報・啓発活動を実施した。 
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用

者に対する適切な

治療と効果的な社

会復帰支援による

再乱用防止

１ 秋田ダルクを講師として、薬物依存のある刑事施設被収

容者の引受人及び保護観察対象者家族等を対象とした引

受人等座談会を実施している。

２ ダルク等の当事者団体、精神保健福祉センター等の行政

機関、県立岩手大学、医療機関等と連絡し、依存症に関す

る知識の習得や制度利用説明等、依存症の回復及び社会復

帰支援に関する理解促進の機会を設けている。

３ 保護観察所において、薬物再乱用防止プログラム受講が

義務付けられている保護観察対象者に対して、同プログラ

ムを確実に実施し、再犯防止に努めている。また、プログ

ラム受講が義務付けられていない保護観察対象者に対し

て、任意によるプログラム受講や簡易薬物検出検査を実施

し、断薬の意思が継続できるよう対応している。

４ 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連

携ガイドライン」を踏まえ、地域社会における「処遇」及

び「医療」並びに「援助」などの支援を適正かつ円滑に実

施するため、精神保健福祉センター等の行政機関、医療機

関、民間の薬物依存回復訓練施設等と連携しながら、協力

体制の整備に努め、これら関係機関と地域支援連絡協議会

を開催することとしている。

５ 薬物事犯対象者に対する処遇の実効性を高めるため、各

保護司会において、保護観察等をテーマとした地域処遇会

議が開催されている。

１ 秋田ダルク、岩手県精神保健福祉センター職員を講師とし

て、薬物依存のある刑事施設被収容者の引受人及び保護観察対

象者家族等を対象とした引受人等座談会を年２回実施した。

２ ダルク等の当事者団体、精神保健福祉センター等の行政機

関、県立岩手大学、医療機関と連携し、依存症に関する知識の

習得や制度利用説明等、依存症の回復及び社会復帰支援に関す

る理解促進の機会を設けた。

３ 保護観察所において、薬物再乱用防止プログラム受講が義務

付けられている保護観察対象者に対して、同プログラムを確実

に実施し、再犯防止に努めた。また、プログラム受講が義務付

けられていない保護観察対象者に対して、任意によるプログラ

ム受講や簡易薬物検出検査を実施し、断薬の意思が継続できる

よう対応した。

４ 「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関する地域連携ガ

イドライン」を踏まえ、地域社会における「処遇」及び「医療」

並びに「援助」などの支援を適正かつ円滑に実施するため、精

神保健福祉センター等の行政機関、医療機関、民間の薬物依存

回復訓練施設等と連携しながら、協力体制の整備に努め、これ

ら関係機関と地域支援連絡協議会を開催した。

５ 薬物事犯対象者に対する処遇の実効性を高めるため、保護観

察等をテーマとした各地域処遇会議が開催された。

令和５年度は、実施回数９回、参加延べ人数６９人であった。 

目標３～５ 該当事項なし。

51



別紙様式３

  機関・団体等名：盛岡保護観察所 

その他、取組事項等があれば、記載してください

 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）による改正後の更生保護法（平成１９

年法律第８８号。以下「法」という。）においては、「息の長い」社会復帰支援の推進等の観点か

ら、更生緊急保護制度の拡充、刑執行終了者等に対する援助、更生保護に関する地域援助

（以下「地域援助」という。）等に係る各種規定が設けられた。 

 薬物関係については、保護観察所において、薬物依存からの回復支援施設の紹介や利用調

整を行うこととなっている。 
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別紙様式２ 

岩手県内における取り組み状況について 

機関・団体名等：釜石税関支署（含宮古、大船渡） 

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標１ 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止 

高校生・中学生等を対象とした「薬物乱用防止教室」を実

施し、薬物乱用未然防止を図った。今後も積極的に同教室を

実施していく。 

令和６年度 

薬物乱用防止教室実施状況（１０月現在） 

岩手県内 高校２校 ３６８名 

令和５年度 

薬物乱用防止教室の実施。 

岩手県内 高校７校、宮古保健所 １，５３６名 
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目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標４ 水際対策の徹底による薬

物の密輸入阻止 

① 水際での密輸阻止が最も効果的であることから、取

締関係機関と連携を密にして、釜石、宮古、大船渡

港に入港する外国貿易船や外航クルーズ船、外国か

ら到着するコンテナを中心とした輸入貨物及びい

わて花巻空港に入港する国際定期便（仕出：台湾）、

の旅客等に対し、関係機関との連携強化を図りつ

つ、集中的に取締りを強化する。 

＜実施状況＞ 

・外国貿易船に対する船内検査の実施。 

・外航クルーズ船旅客に対する旅具検査を実施。 

・国際定期便旅客に対する旅具検査を実施。 

・輸入貨物に対する検査の実施。 

② 関係団体等に対して、密輸防止及び情報提供に関す

るリーフレット等の配布を行っているほか、税関ホ

ームページ、ユーチューブ（税関チャンネル）、ツイ

ッターなどのソーシャルメディアを活用し水際取

締対策等の広報を行い、広く一般の方々からの情報

収集の強化を図っている。 

また、情報提供に当たっては、密輸ダイヤル（全国

共通・24 時間受付・0120-461-961（白い黒い））の

ほか、税関ホームページに密輸情報提供サイトを開

設し、インターネットからの情報提供が可能となっ

ている。 

① 外国貿易船に対する船内検査を実施。 

外航クルーズ船旅客に対する旅具検査を実施。 

国際定期便旅客に対する旅具検査を実施。 

輸入貨物に対する検査を実施。 

 

② 関係団体に対するリーフレット等の配布及び新聞記

事・ソーシャルメディアを活用し、密輸防止及び情

報提供を行い、広く一般の方々からの情報提供依頼

を行った。 

目標２、３及び５該当事項なし。 

 別紙様式３ その他取組事項等なし。 
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名： 釜石海上保安部

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標３ 薬物密売組織の壊

滅、末端乱用者に対する取締

りの徹底及び多様化する乱用

薬物等に対する迅速な対応に

よる薬物の流通阻止

組織的な密漁事件等において、薬物犯罪を見据えた

捜査を行うとともに、外国から直接入港する船舶

に対し、船内検索を行うなどして薬物の密輸防止を

図り、関係機関と連携して乱用薬物等に対する迅速

な対応及び薬物の流通阻止に取り組む。

外国から直接入港した船舶に対して、関係機関と連

携して船内検索を実施し、薬物の密輸防止及び薬物

の流通阻止に取り組んだ。

目標４ 水際対策の徹底によ

る薬物の密輸入阻止

近年の海上における密輸情勢は、手口が大口化・巧

妙化しており、監視の目が届きにくい地方港での密

輸等は常に懸念される。

外国の港から当部管内の港に直接入港する外国船

舶に対し、入港前に質問票の提出を求め、船舶代理

店や関係機関との連携強化・情報共有を密にし、必

要があれば監視を実施する。

外国から直接入港した船舶に対し、必要性に応じて

税関との合同監視を実施した。

目標１、２及び５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２ 
岩手県内における取り組み状況について 

 
                                   機関・団体等名： 岩手労働局                 
    

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止 

 意識啓発を図るため、岩手労働局及び労働基準監

督署、公共職業安定所に薬物乱用防止ポスターを掲

示する。 
 
 
 
 
 
 

 同左 

目標２～５ 該当事項なし。 
別紙様式３ その他取組事項等なし。 
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名： 東北厚生局麻薬取締部  

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

① 薬物乱用防止教室等への講師派遣

② 啓発パンフレット等の配布

③ 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動旭川大会に参加

① 薬物乱用防止教室等への講師派遣

対象

・プロスポーツチーム 1件 

・JOC 強化選手 ２件 

・大学生・高校生・中学生 ８件 

・薬剤師会・防犯協会主催 ４件 

・陸上自衛隊千代駐屯地 １件 

計 16 件 1,095 名に実施。 

② 啓発パンフレット等の配布

スポーツ関係団体、中学校、陸上自衛隊等に、麻

薬・覚醒剤乱用防止パンフレット等を配布。 

③ 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動山形大会に参

加。 
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

① 相談窓口の対応

② 薬物再乱用防止支援事業を推進。現在７名の対

象者に面談等による支援を実施。 

③ 11 月 12 日、13 日秋田市において薬物中毒対策

連絡会議及び再乱用防止対策講習会を開催予定

① 相談窓口の対応

麻薬取締部設置の相談電話で薬物に関する各種

相談を受理した。 

② 再乱用防止支援事業の拡充

精神保健福祉士の資格を有する専門職員を採用

し、検察庁の協力も得て事業を拡充。 

③ 山形市において薬物中毒対策連絡会議及び再乱

用防止対策講習会を開催。

目標３ 薬物密売組織の壊

滅、末端乱用者に対する取締

りの徹底及び多様化する乱用

薬物等に対する迅速な対応に

よる薬物の流通阻止

【実施状況】

① 管内の覚醒剤密売人及び末端乱用者等を検挙。

② 山形県警察との合同捜査により SNS を利用した

麻薬、大麻等の密売グループを検挙。 

③ 管内の危険ドラッグ販売店に対する立入検査等

を引き続き実施。 

①管内の覚醒剤密売人、SNS を利用した大麻及び麻

薬の密売グループ及び危険ドラッグ（麻薬、指定薬

物）販売店経営者らを検挙。 

②秋田県警察と情報共有し、同県内における大麻栽

培事犯を検挙。
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目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標４ 水際対策の徹底によ

る薬物の密輸入阻止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 函館税関との合同捜査により、麻薬輸入事実で

一関市在住の男性を検挙。 

② 函館税関及び青森県警察と合同で覚醒剤輸入事

件の捜査を実施し、荷受人である青森市内在住の男

性を検挙。 

③ 横浜税関及び宮城県警察と合同で覚醒剤ゆにゅ

事件の捜査を実施し、荷受人である宮城県内在住の

女性を検挙。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標５ 該当事項なし。 
別紙様式３ その他取組事項等なし。 
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別紙様式２ 
岩手県内における取り組み状況について 

 
                                   機関・団体等名：  一般社団法人 岩手県医師会           

    

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止 

各種団体の開催行事への後援 
岩手県薬剤師会の活動への協力 
 
 
 
 
 
 

同左 

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止 

薬物依存症・中毒者の早期発見と医療保護及び社会

復帰への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 

同左 

目標３～５ 該当事項なし。
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別紙様式３

  機関・団体等名： 一般社団法人岩手県医師会  

 その他、取組事項等があれば、記載してください

岩手県・日本医師会よりの薬物乱用対策に関する各種通知文書を、各郡市医師会を通じて会員に

情報提供している。
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別紙様式２ 
岩手県内における取り組み状況について 

 
                                   機関・団体等名：一般社団法人岩手県薬剤師会             

    

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止 

（１） 学校薬剤師が中心となり、小学校･中学校･高

校等における「薬物乱用防止教室」の開催を推

進する。 

（２） ゲートウェイドラッグとしてのタバコ･アル

コールの害について、ＰＴＡを中心とした地

域住民を対象に啓発を推進し、青少年薬物乱

用防止教育への協力を呼びかける。 

（３） 一般県民を対象とした「みんなの薬の学校」や

各種講演会・イベント等において、薬物乱用防

止は地域ぐるみの活動が重要であることを啓

発する。 

また、向精神薬や一般用医薬品の適正使用 

についても啓発を強化する。 

（４） 薬物乱用防止教育の中で「薬の正しい使い方」

及び「アンチ・ドーピング」啓発の必要性を訴

求、同啓発用のパンフレットを使用して啓発

する。 

（５） 小･中･高校生等対象｢薬物乱用防止教室｣への

講師派遣。 

（６） 薬物乱用防止啓発に関する資料の貸出･提供。 

（１） 小学校･中学校･高校等で開催された「薬物乱

用防止教室」において、担当校の学校薬剤師

を中心に講師を務めた。 

（２） 学校保健委員会や一般県民を対象とした「み

んなの薬の学校」や各種講演会・イベント等

において、ゲートウェイドラッグとしてのタ

バコ･アルコールの害や薬物乱用の害につい

て訴求し、薬物乱用防止は地域ぐるみの活動

が重要であることをアピールした。 

（３） 薬物乱用防止教育の中で、「薬の正しい使い

方」及び「アンチ・ドーピング」を啓発した。 

（４） 小･中･高校生対象｢薬物乱用防止教室｣への講

師派遣。 

対 象 実施校数 受講者数 

小学校 216 校  8,369 名  

中学校 114 校  8,208 名  

高等学校・専修学校  52 校  6,587 名  

ＰＴＡ等   1 回   22 名  

（５） 薬物乱用防止教室の普及と実施への協力。 
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

（１） 薬物依存･中毒者の家族等から相談があった

場合、相談先を紹介する。

（２） 薬物乱用経験者･同家族や支援機関の求めに

応じて、薬物乱用に関わる正しい知識等の啓

発を行う。

目標３ 薬物密売組織の壊

滅、末端乱用者に対する取締

りの徹底及び多様化する乱用

薬物等に対する迅速な対応に

よる薬物の流通阻止

（１） 薬物乱用防止教室において、「薬物乱用を見

かけたり、誘われたりした場合には通報する

こと」「不安や問題を児童生徒が一人で抱え

込まないこと」を呼びかける。

（１） 薬物乱用防止教室において、「薬物乱用を見か

けたり、誘われたりした場合には通報するこ

と」「不安や問題を児童生徒が一人で抱え込ま

ないこと」を呼びかけた。

目標４ 水際対策の徹底によ

る薬物の密輸入阻止

（１） 各種講習会等において、世界各国の薬物乱用

防止活動を紹介し、活動への理解と協力を呼

びかける。

（２） 海外旅行・留学等において注意すべきことを

紹介する。

目標５ 該当事項なし。
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別紙様式３

  機関・団体等名：一般社団法人岩手県薬剤師会  

① 薬物乱用防止啓発については、岩手県が積極的に取り組んでいることを県民に示すことが重要で

あり、そのためには関係機関の連携と県の事業としての取り組みが必要である。

 例：県民参加型の事業（ポスター･ＣＭ･作文･標語･演劇等のコンクール）を企画する。 

また、年齢に応じた啓発と、立場の異なる大人が協力して薬物乱用防止啓発に取り組んでいること

を示すことが重要である。 

さらには、岩手県保健医療計画、健康いわて 21 プラン（第３次）、いわていきいきプラン（2024～

2026）、自殺対策アクションプラン、アルコール健康障害対策推進計画と連動し、組織横断的な具

体的な取組みが求められる。 

② 薬物乱用防止啓発活動は、県民の健康づくり活動に大きく関わる活動であることを認識し、健康

づくり活動に関わる機関･団体等が連携していく必要がある。各市町村で実施されている健康まつ

りや学校の文化祭、大学祭等、啓発する場の拡大を図る必要がある。

③ 薬物乱用防止啓発は、健康教育の一環として健康や生活習慣、防犯等様々の角度から啓発する必

要があることから、アルコール･たばこの害についても積極的に啓発していかなければならない。 

特に、青少年の飲酒･喫煙防止については、アルコール･たばこがゲートウェイドラッグであるこ

とを認識させ、危険行動の回避と健康維持の両面から啓発しているが、児童･生徒だけでなく、そ

の親世代にも積極的に啓発する必要がある。

④ 薬物乱用防止啓発事業指導者対象の研修会（県薬剤師会・地域薬剤師会）を継続して実施してい

く。

⑤ 薬物乱用防止啓発講座や薬物乱用防止教室等の実施（実施形態や資料の使い方、講師派遣等）に

ついてコーディネートし、幅広い啓発活動を推進できるよう支援していく。

⑥ 昨今、若年層を中心に一般用医薬品の乱用、過剰摂取（オーバードーズ）事例が相次ぎ、社会的

な問題となっていることから、一般用医薬品の購入に関わる啓発や、中学･高等学校の新学習指導

要領を意識した「医薬品の正しい使い方」を啓発することで、医薬品がゲートウェイドラッグと

ならないようにする活動を引き続き推進していく。

⑦ アンチ･ドーピング活動の一環として、薬の適正使用や飲酒・喫煙・薬物乱用防止の啓発に取り組

んでいる。平成 28 年に開催された、いわて国体においては、地域薬剤師会と協働する形で、行政

はもちろん、教育委員会や体育協会、医師会･歯科医師会等との連携のもと、県内各地でアンチ･

ドーピング活動を積極的に実施した。いわて国体におけるアンチ･ドーピング活動を通じて、日頃

からの教育･啓発の重要性を実感したことから、岩手県スポーツ協会をはじめ、関係機関・団体、

プロスポーツクラブ等と連携した取組を継続していく所存である。

学校現場においても、学校保健委員会等、機会を捉えて、児童･生徒はもちろん、保護者や教職員

に対しても啓発していく必要がある。
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別紙様式 2 
岩手県内における取り組み状況について 

 
                                   機関・団体等名： 岩手県精神保健福祉協会  
    

目  標 
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等 

（令和６年度実施状況・計画） 
参考（令和５年度実施状況） 

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止 

① 薬物乱用防止活動の実施 
国際麻薬乱用撲滅デーの周知を目的にした啓

発活動の期間中、福祉総合相談センター内に、

ポスター提示、リーフレット配架により、普及

啓発を図るとともに募金について呼びかけた。 
②  危険ドラッグ乱用防止啓発ポスターを掲示

する。 
③ 青少年に対する普及啓発 
   精神保健福祉センターとの共催により、様々

な機会を通じて、青少年等を対象に、薬物依存

に関する講話を実施し、普及啓発を図る。 
 
 
 
 
 
 
 

① 「ダメ。ゼッタイ」普及運動の実施  
運動期間中、福祉総合相談センター内に、ポス 

ター提示、リーフレットの配架により、普及啓

発を図るとともに募金について呼びかけた。 
②  危険ドラッグ乱用防止啓発ポスターを掲示す

る。 
③  青少年に対する普及啓発 
   精神保健福祉センターとの共催により、様々

な機会を通じて、青少年等を対象に、薬物に関

する講話を実施し、普及啓発を図る。 
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

① 各教室等の周知と開催

依存症家族教室、薬物依存症回復支援グルー

プの周知を図り、教室等を開催した。

② 関係機関との連携による支援の充実

保健所や市町村等の関係機関へ精神保健福祉

センターで実施している薬物依存症回復支援グ

ループ及び依存症家族教室を紹介し、再乱用防

止、家族等への支援の充実強化を図る。

③ 個別相談の対応

本人及び家族等からの相談に応じ、精神保健福

祉センターの各教室等や自助グループ（NA） 
につなげている。

① 各教室等の周知

依存症家族教室、薬物依存症回復支援グルー

プ、の周知を図る。

② 関係機関との連携による支援の充実

関係機関へ精神保健福祉センターで実施して

いる薬物依存症回復支援グループ及び依存症家

族教室を紹介し、再乱用防止、家族等への支援

の充実強化を図る。

目標３～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名： 岩手県ふるさと振興部学事振興課  

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

①薬物乱用防止教室等に係る文書などを各私立学

校へ通知し、周知を図る。 

②私立学校に対し、啓発用ポスターやパンフレット

などを配布する。 

①薬物乱用防止等に係る文書などを各私立学校へ

通知し、周知を行った。 

②私立学校に対し、啓発用パンフレットを配布し

た。

目標２～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

機関・団体等名：岩手県環境生活部若者女性協働推進室  

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

１ 令和６年度「青少年の非行・被害防止県民運動」の実施

期間：７月１日から８月 31 日まで 
内容：市町村や関係機関への呼びかけにより、各主体におい

て、啓発ポスターの掲示や講座の実施などの広報啓発

活動、パトロール活動等を実施

２ 「青少年を非行・被害から守る県民大会」の開催

期日：令和６年７月 24 日（水） 
場所：いわて県民情報交流センター（アイーナ）

小田島組☆ほ～る

内容：講演、青少年の意見発表・作文発表と併せて、非行防

止啓発チラシの配布、薬物乱用防止パネルの展示を実

施

３ 令和６年度「岩手県子ども・若者育成強調月間」の実施

期間：11 月１日から 11 月 30 日まで 
主な取組：

・ 「情報メディア対応能力養成講座」として、青少年

のインターネット利用見守りに関する保護者・指導者

向けの講座を実施予定（年４回）

・ 市町村等関係機関に対し、広報啓発活動や地域活動

の実施を依頼

１ 令和５年度「青少年の非行・被害防止県民運動」の実施

期間：７月１日から８月 31 日まで 
内容：市町村や関係機関への呼びかけにより、各主体におい

て、啓発ポスターの掲示や講座の実施などの広報啓発

活動、パトロール活動等を実施

２ 「青少年を非行・被害から守る県民大会」の開催

期日：令和５年７月 12 日（水）

場所：いわて県民情報交流センター（アイーナ）

小田島組☆ほ～る

内容：講演、青少年の意見発表・作文発表と併せて、非行防

止啓発チラシの配布、薬物乱用防止パネルの展示を実

施

３ 令和５年度「岩手県子ども・若者育成強調月間」の実施

期間：11 月１日から 11 月 30 日まで 
主な取組：

・ 「情報メディア対応能力養成講座」として、青少年

のインターネット利用見守りに関する保護者・指導者

向けの講座を実施（年４回・久慈市、釜石市、紫波

町、平泉町）

・ 市町村等関係機関に対し、広報啓発活動や地域活動

の実施を依頼

目標２～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

  機関・団体等名： 岩手県医療局 

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

① 各県立病院へ麻薬・覚醒剤（・大麻）乱用防止運

動の実施と啓発活動の推進・協力に努めるよう周

知する。

② 各県立病院において、院内医療従事者へ研修会等

を定期的に実施し、麻薬・覚醒剤・向精神薬・危

険薬物についての知識・意識向上に努める。

③ ポスターを当局、及び各県立病院の待合ホール等

の目につくところに掲示するとともに、リーフレ

ットを配布する等、薬物乱用防止の啓発に努め

る。

④ 市民公開講座及び病院祭等において、危険薬物・

薬物乱用の危険性について啓発に努める。

① 各県立病院へ令和５年度麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運

動の実施と啓発活動の推進・協力に努めるよう周知し

た。

② 各県立病院において、麻薬・覚醒剤・向精神薬・危険薬

物について院内研修会（医療安全研修会、研修医研修会、

新採用看護師研修会、病棟勉強会等）を開催し、取扱注

意薬品の知識や管理意識の向上に努めた。

③ 薬物乱用防止のポスターを当局及び各県立病院の待合

ホール、お薬渡し口・廊下等に掲示するとともに、リー

フレットを配布する等、薬物乱用防止の啓発に努めた。 

④ 危険薬物・薬物乱用の危険性については、病院祭等にお

いて啓発していく予定であったが、新型コロナウイル

ス感染症の感染状況により、令和５年度も実施出来な

かった。 

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

① 薬物依存症、中毒者の医療保護の充実及び社会復

帰への支援。

① 薬物依存症及び中毒者への入院対応実績は、精神科病棟

がある病院において、令和５年度５件であった。

目標３～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名： 岩手県教育委員会事務局保健体育課 

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

１ 薬物乱用防止教室の実施状況調査 

・調査回答依頼：令和６年 12 月中旬（予定）

・結果の取りまとめ：令和７年２月中旬（予定）

２ 薬物乱用防止教育の啓発活動通知 

・令和６年４月３日付け通知「『薬物乱用防止教室マ

ニュアル』の活用を通じた学校における薬物乱用

防止教育の推進について」 

・令和６年５月 14 日付け通知「各種運動・月間等

における薬物乱用防止に係る広報啓発活動の充

実強化について（通知）」

・令和６年８月 21 日付け通知「令和５年度におけ

る薬物乱用防止教室開催状況調査の結果につい

て」

・啓発資料の配布に関する通知（令和７年１月から

２月見込み）

１ 薬物乱用防止教室の実施状況調査(R６年３月) 

・令和５年度薬物乱用防止教室実施状況

【小学校・義務教育学校（前期課程）】93.3％ 

（参考：令和４年度 91.6％） 

【中学校・義務教育学校（後期課程）】93.1％ 

（参考：令和４年度 95.9％） 

【高等学校】100.0%（参考：令和４年度 96.8％％） 

２ 薬物乱用防止教育の啓発活動通知 

・令和５年３月９日付け通知「薬物乱用防止啓発訪

問事業について（通知）」（令和５年度事業）

・令和５年５月 26 日付け通知「各種運動・月間等

における薬物乱用防止に係る広報啓発活動の充

実強化について（通知）」

・令和５年８月 17 日付け通知「薬物乱用防止教育

の充実について（通知）」

・令和６年１月 16 日付け通知「『子供のまわりには

危険がいっぱい』の配布について」（小学校６年生

対象）

・令和６年１月 16 日付け通知「『学生のみなさんへ

薬物のこと大麻のこと誤解していると危険で

す！』」の配布について」（高等学校３年生向け）
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

３ 教職員及び外部講師の指導力向上のための研

修会を開催 

・薬物乱用防止教室講習会（学校薬剤師・警察職員・

教職員対象） 

オンデマンド配信による実施 12 月中旬予定

・初任者研修（養護教諭）Ⅱ（養護教諭初任者対象） 

令和６年８月 29 日（木) 対象者 22 名 

３ 教職員及び外部講師の指導力向上のための研

修会を開催 

・薬物乱用防止教室講習会（学校薬剤師・警察職員・

教職員対象） 

オンデマンド配信による実施

令和６年 12 月 18 日（月）～１月 31 日（水） 

・初任者研修（養護教諭）Ⅱ

令和５年８月 24 日（木） 受講者 21 名

目標２～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

機関・団体等名：岩手県警察本部 組織犯罪対策課  

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標２ 薬物乱用者に対する

適切な治療と効果的な社会復

帰支援による再乱用防止

前年同 薬物乱用者やその家族向けの薬物再乱用防止のた

めのパンフレット「相談してみませんか」を県内各

署に配分し、必要と認められる末端乱用者等対象者

に対し情報提供する体制を構築している。
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標３ 薬物密売組織の壊

滅、末端乱用者に対する取締

りの徹底及び多様化する乱用

薬物等に対する迅速な対応に

よる薬物の流通阻止

※ 前年同様

１ 組織犯罪対策の推進 

県内での薬物事犯検挙状況から、覚醒剤事犯の再

犯率の高さ、若年層を中心とした大麻の蔓延が顕著

であることから、引き続き末端乱用者や密売人に対

する徹底した取締りを実施する。 

２ 犯罪収益対策の推進 

乱用者や密売人の検挙を通じて密売組織の実態

解明及び組織の壊滅に向けた取締りとともに、麻薬

特例法を適用した犯罪収益剥奪を図る。 

３ 巧妙化する密売方法への対応 

近年、密売の広域化のほか、秘匿性の高いＳＮＳ

を悪用した巧妙な取引等、その手法が変化している

ことから、これに対応した様々な捜査手法を駆使し

乱用者等の徹底検挙を図る。 

４ 末端乱用者に対する取締りの徹底 

 全国的に大麻事犯検挙人員の増加に歯止めがか

かっておらず、その傾向場は県内でも顕著であるこ

とから、需要の根絶・供給の遮断・不法収益対策を

重点に、あらゆる活動を通じた取締りを強化する。 

※ 本年 10 月末（暫定）で、覚醒剤取締法違反 18 人、

大麻取締法違反 18 人の計 36 人を検挙している。

１ 薬物密売組織の壊滅に向けた取組みの推進 

⑴ 組織犯罪対策の推進

県内では、覚醒剤事犯の再犯率の高さのほか、若

年層を中心とした大麻の蔓延が顕著であることか

ら、末端乱用者や密売人に対する徹底した取締りを

実施しており、今後も継続して推進する。 

⑵ 犯罪収益対策の推進

乱用者や密売人の検挙を通じて、薬物密売組織の

壊滅等に向けた取締りを強化するとともに、麻薬特

例法等各種法令を駆使して犯罪収益の剥奪を図る。 

２ 末端乱用者に対する取締りの徹底 

⑴ あらゆる活動を通じた取締りの強化

全国的に大麻事犯の検挙人員の増加に歯止めがか

かっておらず、県内においても若年層への蔓延が認

められることから、需要の根絶・供給の遮断・不法

収益対策を重点に、あらゆる活動を通じた取締りを

強化する。 

⑵ 巧妙化する密売方法への対応

薬物物密売の匿名化や広域化、ＳＮＳを悪用した

巧妙な取引等、その手法が変化していることから、こ

れに対応した様々な捜査手法を駆使し密売人・乱用者

の徹底検挙を図る。 

※本年６月末時点で、覚醒剤取締法違反４人、大麻取

締法違反７人の合計 11 人を検挙している
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５ 多様化する乱用薬物への対応 

広報啓発活動を下記のとおり実施する。 

⑴ 警察発行資料や関係機関発行資料を有効活用

し、管内情勢に応じてあらゆる機会を通じた乱

用防止啓発活動を行う。

⑵ 県警ホームページや各種広報媒体を活用し、県

警からの薬物乱用に関する注意喚起を行うとと

もに、「不正大麻・けし撲滅運動」に併せて広報

活動や自生大麻・けしの発見除去活動を行う。

⑶ 検挙した薬物事犯初犯者に対し、再乱用の防止

に関する働きかけを行うとともに、薬物からの

離脱支援に関する資料を交付する等、需要の根

絶・流通の阻止に向けた活動を行う。

⑷ テレビやラジオ等の広報媒体により、薬物乱用

防止を県民に訴える。

６ 関係機関の連携強化 

⑴ 「銃器・薬物取締り連絡協議会」定例会を通じ、

関係機関との情報交換、連携強化を図る。

⑵ 岩手県銃器・薬物水際対策協力員への薬物情勢

の情報提供等を行い、引き続き協力体制の構築

を行う。

３ 多様化する乱用薬物への対応 

広報啓発活動を下記のとおり実施する。 

⑴ 警察発行資料や関係機関発行資料を有効活し、管

内情勢に応じて、あらゆる機会を通じた乱用防止

啓発活動を行う。

６月から７月を薬物防止広報強化期間としてお

り、薬物乱用防止広報、啓発活動を推進している。 

⑵ 県警ホームページや各種広報媒体を活用し、県警

からの薬物乱用に関する注意喚起を行うととも

に、「不正大麻・けし撲滅運動」に併せて広報活動

や自生大麻・けしの発見除去活動を行う。

⑶ 検挙した初犯被疑者に対し、再乱用の防止に関

する働きかけを行うとともに、薬物からの離脱支

援に関する資料を交付する等、需要の根絶・流通の

阻止に向けた活動を行う。 

⑷ テレビやラジオ等の広報媒体により、薬物乱用

防止を県民に訴える。 

４ 関係機関との連携強化 

⑴ 「銃器・薬物取締り連絡協議会」定例会を通じ、

関係機関との情報交換、連携強化を図る。

⑶ 岩手県銃器・薬物水際対策協力員への薬物情勢の

情報提供等を行う等、引き続き協力体制の構築を

図っていく。
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標４ 水際対策の徹底によ

る薬物の密輸入阻止

１ 関係機関との連携強化 

県内に向けて密輸入される薬物に関し、関係機関

と連携して、輸入者を検挙し、違法薬物の国内流通

を阻止するとともに、花巻空港における国外からの

薬物密輸入事犯に備え、関係機関と連携し対応す

る。 

１ 関係機関の連携強化 

(1) 密輸入事犯においては、本年、税関との合同捜

査を展開し、コントロールド・デリバリー捜査を

積極的に活用した結果、覚醒剤密輸入事犯を検挙

した。 

(2) 県内に向け輸入される薬物に関し、税関等の関

係機関と連携し輸入者を検挙し、流通を阻止する

とともに、花巻空港における台湾定期便の運行再

開に伴い、国外からの携帯密輸入等の薬物密輸入

事犯に備え、関係機関と連携して対応する。 

(3) 県沿岸部において、漁協、地域住民等から、岩

手県警察銃器・薬物水際対策協力員を委嘱してお

り、沿岸・港湾部の監視体制の強化を図る。 

目標１及び５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名：  岩手県警察本部人身安全少年課

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

１ 学校における薬物乱用防止教育及び啓発の　

　充実

　警察官、少年補導職員、スクールサポーターを

　小・中・高等学校に派遣し、教育機関や県薬剤師

　会と合同で「薬物乱用防止教室」を開催して薬物

　乱用防止の規範意識向上を図った。

※ 令和６年９月末現在、19 校 2,405 人に対し実

施

※ 令和６年９月末現在、少年による薬物事犯は、

大麻取締法違反で３人を検挙した。

２ 有職・無職少年に対する啓発の強化

　岩手県警察本部人身安全少年課ホームページ　

　に、フィルタリングの必要性、薬物の危険性・違

　法性を広報啓発する情報を掲載するほか、掲載内

　容について随時見直しを図る。

１ 学校における薬物乱用防止教育及び啓発の　

　充実

　警察官、少年補導職員、スクールサポーターを

　小・中・高等学校に派遣し、教育機関や県薬剤師

　会と合同で「薬物乱用防止教室」を開催して薬物

　乱用防止の規範意識向上を図った。

※ 令和５年中 42 校 5,283 人に対し実施

※ 令和５年中の少年による薬物事犯は、大麻取締

法違反で１人、覚醒剤取締法違反で１人を検挙し

た。

２ 有職・無職少年に対する啓発の強化

　岩手県警察本部人身安全少年課ホームページ　

　に、フィルタリングの必要性、薬物の危険性・違

　法性を広報啓発する情報を掲載した。
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

３ 家庭・地域での薬物根絶意識の醸成と未然防止

　のための取組強化

（1）地域の各種イベントや会合時に、薬物乱用防止

　パネルや薬物標本を展示して薬物乱用防止啓発

　活動を実施する。

（2）警察本部人身安全少年課少年サポートセンタ

　ーにおいて、電話相談及びメール相談を受け付け

たほか、専用ダイヤル（＃9110）により、24 時間

　体制で警察安全相談を受け付ける。

　また、各警察署にも相談窓口を設置し、対応に

　当たる。

４ 広報・啓発の強化

　薬物乱用防止広報強化期間（６～７月）に合わ

　せた広報を実施する。

（1）TV 番組「暮らしを守る情報最前線（IBC）」に

　職員が出演し、薬物乱用防止広報を実施した。

（2）交番・駐在所発行のミニ広報紙に薬物乱用防止

　広報の記事を掲載する。（通年）

３ 家庭・地域での薬物根絶意識の醸成と未然防止

　のための取組強化

（1）地域の各種イベントや会合時に、薬物乱用防止

　パネルや薬物標本を展示して薬物乱用防止啓発

　活動を実施した。

（2）警察本部人身安全少年課少年サポートセンタ

ーにおいて、電話相談及びメール相談を受け付

けたほか、専用ダイヤル（＃9110）により、24
時間体制で警察安全相談を受け付けた。 

　また、各警察署にも相談窓口を設置し、対応に

　 当たった。

４ 広報・啓発の強化

　薬物乱用防止広報強化期間に合わせた広報

　を実施

（1）TV 番組「暮らしを守る情報最前線（IBC）」に

　職員が出演し、薬物乱用防止広報を実施した。

（2）薬物乱用防止広報ポスターを関係機関に送

　付し、掲示を依頼した。

（3）交番・駐在所発行のミニ広報紙に薬物乱用防止

　広報の記事を掲載した。

目標２～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。
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別紙様式２

岩手県内における取り組み状況について

 機関・団体等名： 岩手県保健福祉部  

目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

目標 1 青少年を中心とした

広報・啓発を通じた国民全体

の規範意識の向上による薬物

乱用未然防止

① くすりの情報センター事業の実施

（一社）岩手県薬剤師会への委託により、一般県

民を対象として医薬品等の適正使用や薬物乱用の

正しい知識についての啓発講座を 10 回以上開催す

る。

② 薬物相談窓口事業の実施

薬物乱用の未然防止に向け、地域住民からの覚醒

剤等薬物に関する相談に応じるため、９保健所に窓

口を設置するとともに、講習会等を実施し啓発を図

る。

③ 覚醒剤等薬物乱用防止啓発事業

地域に根ざした薬物乱用防止活動を実施するた

めに設置した薬物乱用防止指導員を活用し、各種会

合等での啓発活動を行う。

④ 薬物関連問題相談事業の実施

岩手県精神保健福祉センターにおいて、薬物によ

る精神障害者やその家族に対し個別相談に応じる

ことで、薬物関連問題の発生予防と薬物依存者の社

会復帰の促進を図る。

① くすりの情報センター事業の実施

（一社）岩手県薬剤師会への委託により、一般県

民を対象として医薬品等の適正使用や薬物乱用の

正しい知識についての啓発講座を 21 回開催した。 

② 薬物相談窓口事業の実施

薬物乱用の未然防止に向け、地域住民からの覚醒

剤等薬物に関する相談に応じるため、９保健所に窓

口を設置するとともに、講習会等を９回実施し、啓

発を図った。

③ 覚醒剤等薬物乱用防止啓発事業

地域に根ざした薬物乱用防止活動を実施するた

めに設置した薬物乱用防止指導員による各種会合

等での啓発活動を 693 回実施した。 
④ 薬物関連問題相談事業の実施

岩手県精神保健福祉センターで、薬物による精神

障害者やその家族から個別相談を 64 件受け付け、

薬物関連問題の発生予防と薬物依存者の社会復帰

の促進を図った。
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目  標
第六次薬物乱用防止五か年戦略を踏まえた取り組み等

（令和６年度実施状況・計画）
参考（令和５年度実施状況）

⑤ 「ダメ。ゼッタイ」普及運動の実施

運動期間中にポスター、リーフレット等の配布に

よる啓発活動を行う。

県内２ケ所（県央保健所、釜石保健所管内）にお

いて、小学生等の協力を得てヤング街頭キャンペー

ンを実施した。

いわて盛岡ボールパークに啓発横断幕を設置

した（夏の全国高校野球選手権岩手県大会期間

中）。

⑥ 厚生労働省の委託事業として開催された薬物乱

用防止指導員研修会(７月26日開催)への薬物乱用防

止指導員（１名）及び保健所職員の派遣（１名）。

⑦ 病院等麻薬取扱施設を対象とした立入検査及び

適正管理についての指導の実施。

⑧ 不正大麻・けし撲滅運動の実施

県内を巡回し、不正大麻・けしの発見、抜去を実

施する。ポスターやリーフレットを関係機関に配布

する。

⑨ 広報媒体の活用による普及啓発の実施

ラジオ、新聞、市町村広報誌等を活用した啓発を

行う。

⑤ 「ダメ。ゼッタイ」普及運動の実施

運動期間中にポスター1,020 枚、リーフレット

5,600 枚を配布し、啓発活動を行った。

県内２ケ所（宮古保健所、二戸保健所管内）にお

いて、小学生等の協力を得てヤング街頭キャンペー

ンを実施した。

⑥ 厚生労働省の委託事業として開催された薬物

乱用防止指導員研修会(８月１日開催)への薬剤師

会員（２名）、薬物乱用防止指導員（１名）及び保

健所職員の派遣（１名）。

⑦ 病院等麻薬取扱施設を対象とした立入検査を

443 回実施し、適正管理について指導を実施した。 

⑧ 不正大麻・けし撲滅運動の実施

県内を巡回し、大麻 18,283 本、けし 13,045 本

を抜去した。ポスター1,040 枚及びリーフレット

2,160 枚を関係機関に配布した。 

⑨ 広報媒体の活用による普及啓発の実施

保健所等のホームページを利用して啓発を行

った。 
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⑩ 危険ドラッグや大麻乱用防止啓発ポスターの作

成及び掲示

青少年に対して危険ドラッグや大麻の危険性を

周知するため、コンビニ、大学、高等学校及び関係

機関等に掲示依頼を行う。

⑪ がん疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進

講習会への講師派遣。

⑩ 危険ドラッグや大麻乱用防止啓発ポスターの

作成及び掲示 

 青少年に対して危険ドラッグや大麻の危険性を

周知するため、ポスター1,750 枚を作成し、大学、

高等学校及び関係機関等に掲示依頼を行った。 

目標２～５ 該当事項なし。

別紙様式３ その他取組事項等なし。

80



81 
 

薬物関連相談窓口一覧 
相談窓口 電話番号等 開設時間等 相談内容 

少年サポートセンター 
（県警察本部人身安全少年

課） 

ヤング・テレホン・コーナー 
TEL 019-651-7867 

月～金 9:00～17:45 
（土日・祝祭日・時間外は留守電対応） 

少年の悩みに関すること 

メール相談 
岩手県警察本部人身安全少年課 HP 内の相談 
窓口からメール相談が可能 

月～金 9:00～17:45 

警察安全相談 
（県警察本部県民課） 

警察本部 
TEL ＃9110（短縮ダイヤル） 
TEL 019-654-9110 

その他各警察署 

9:00～21:00 生活の安全全般に関する

こと 

薬物依存相談 
（岩手県精神保健福祉セン

ター） 

TEL 019-622-6955 
FAX 019-629-9603 

こころの相談電話 
月～金 9:00～18:00 

薬物依存者及びその家族

が抱える薬物関連問題に

関すること。 

薬物相談窓口 
（各保健所） 

各保健所 
 県央 019-629-6588 中部 0198-41-3276 
 奥州 0197-48-2423 一関 0191-34-4691 

大船渡0192-27-9923 釜石 0193-27-5523 
宮古 0193-64-2218 久慈 0194-66-9681 
二戸 0195-23-9219 

月～金 8:30～17:00 薬物関連問題に関するこ

と 
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くすりの情報センター 
（(一社)岩手県薬剤師会） 

TEL 019-653-4591 
FAX 019-653-4592 

月～金 9:00～17:00 
 

「くすり」に関すること 

青少年なやみ相談室 
（県青少年育成県民会議） 

TEL 019-606-1722 月～金 10:00～18:00 
土・日 10:00～16:00 

青少年問題全般に関する

こと 

メール相談  nayami@aiina.jp 24 時間受付 

麻薬・覚醒剤相談電話 
（東北厚生局麻薬取締部） 

東北厚生局麻薬取締部 
022－227－5700 

麻薬取締官ホームページ 
http://www.ncd.mhlw.go.jp 

「薬物に関する情報提供」（メール相談） 

電話対応 
平日午前 9 時から午後 5 時まで 
面接相談は要予約 
時間外の対応は要相談 

薬物依存者、家族又は知人

の薬物乱用問題に関する

こと 
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